
元
末
明
初
期
に
お
け
る
徽
州
府
下
の
貨
幣
動
向

大

田

由
紀
夫

元宋明初期における徽州府下の貨幣動向（大田）

【
要
約
】
　
従
来
、
江
南
地
方
を
中
心
と
す
る
民
間
で
の
銀
遣
い
の
展
開
が
明
初
の
妙
法
を
崩
壊
に
導
い
た
主
因
と
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
は
、
元
末
羅
初
期
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲

の
徽
州
土
地
売
契
か
ら
窺
わ
れ
る
貨
幣
流
通
の
変
遷
を
追
う
こ
と
を
通
し
て
、
右
の
理
解
と
は
異
な
る
見
解
を
対
置
す
る
。
即
ち
、
洪
武
・
永
楽
期
に
行

わ
れ
て
い
た
紗
遣
い
は
洪
熈
・
宣
徳
以
降
急
速
に
姿
を
消
す
も
の
の
、
こ
れ
に
伴
っ
て
徽
州
で
優
勢
と
な
る
の
は
国
庫
通
用
性
に
支
え
ら
れ
た
布
告
遣
い

で
あ
っ
た
。
民
間
で
の
銀
遣
い
は
、
徐
々
に
進
行
す
る
租
税
銀
納
化
の
あ
と
を
追
う
形
で
一
般
化
す
る
の
で
あ
り
、
明
朝
の
統
制
を
無
視
し
て
展
開
す
る

訳
で
は
な
か
っ
た
。
明
朝
に
租
税
銀
納
を
促
し
た
も
の
は
、
民
間
で
の
銀
遣
い
の
普
及
と
そ
れ
に
伴
う
妙
法
の
不
振
で
は
な
く
、
遠
隔
地
間
の
大
規
模
な

財
物
移
動
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
を
必
須
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
永
楽
以
降
の
行
・
財
政
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
と
い
え
る
。
妙
法
の
崩
壊
や
民
間
で
の
銀

遣
い
の
一
般
化
は
、
明
朝
の
行
・
財
政
シ
ス
テ
ム
の
転
換
に
そ
の
原
因
を
求
め
得
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
六
巻
四
号
　
一
九
九
三
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
「
元
号
の
反
乱
」
の
帰
結
で
あ
る
明
初
の
経
済
・
拙
会
は
、
そ
の
特
異
な
相
貌
を
も
っ
て
前
後
の
時
代
か
ら
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

発
朝
と
著
し
い
対
照
を
な
す
土
地
税
に
重
心
を
置
い
た
現
物
タ
ー
ム
の
財
政
へ
の
復
帰
、
こ
う
し
た
財
政
を
支
え
る
た
め
に
揺
役
労
働
を
再
強

化
し
て
創
始
さ
れ
た
里
甲
糊
体
綱
、
さ
ら
に
宋
・
元
以
来
の
国
際
的
交
易
の
隆
盛
に
逆
行
す
る
か
の
如
き
海
禁
政
策
の
展
開
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
多
く
は
宣
徳
・
正
統
期
を
境
に
し
て
徐
々
に
改
変
を
こ
う
む
り
、
以
後
そ
の
解
体
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
明
朝
成
立
に
と
も
な
っ
て
展
開

さ
れ
る
上
記
の
諸
経
済
政
策
は
、
こ
れ
ま
で
当
該
期
の
圏
家
や
社
会
を
理
解
す
る
上
で
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
っ
て
き
た
。

1　（485）



　
こ
れ
ら
の
諸
経
済
政
策
に
加
え
て
、
明
初
の
経
済
体
制
を
支
え
る
い
ま
一
つ
の
重
要
な
柱
と
し
て
、
洪
武
八
年
（
一
三
七
五
）
三
月
の
創
始
に

か
か
る
「
釣
法
」
、
即
ち
紙
幣
の
発
行
と
い
う
通
貨
制
度
が
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
妾
制
度
も
さ
き
の
一
連
の
流
れ
と
ほ
ぼ
同
一
の
軌
跡
を
辿

っ
て
、
明
中
期
以
降
、
史
上
か
ら
そ
の
姿
を
消
す
。
こ
の
「
紗
法
」
も
、
さ
き
の
諸
政
策
と
と
も
に
明
初
の
国
家
・
社
会
の
在
り
様
を
窺
う
上

で
の
恰
好
の
研
究
対
象
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
の
重
要
性
の
故
に
明
朝
の
「
紗
法
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
棺
応
の
研
究

　
　
　
　
②

が
存
在
す
る
。
だ
が
、
当
幣
制
の
動
向
に
は
、
史
料
の
決
定
的
な
不
足
も
あ
っ
て
不
明
な
点
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
「
紗
」
の
流
通
状
況

が
具
体
的
に
ど
の
様
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
も
こ
う
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
思
い
の
ほ
か
不
明
瞭
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
③

つ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
明
初
の
「
嗣
法
」
が
有
し
て
い
た
歴
史
的
性
格
を
考
え
て
い
く
上
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
認
識
は
欠
か
す
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
近
年
、
こ
う
し
た
状
況
に
あ
る
程
度
前
進
を
も
た
ら
す
好
史
料
が
現
れ
た
。
そ
れ
は
、
所
謂
徽
州
文
書
に
含
ま
れ
る
、
明
代
前
半

期
（
本
稿
で
は
洪
武
～
景
泰
年
間
を
さ
す
）
の
土
地
売
契
で
あ
る
。
こ
の
売
契
を
使
用
し
て
当
地
の
貨
幣
流
通
を
考
察
し
た
先
駆
的
な
研
究
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
、
管
見
の
限
り
、
こ
れ
ま
で
に
聖
心
凌
〔
一
九
八
○
〕
、
劉
・
張
〔
一
九
八
三
〕
の
二
論
文
が
存
在
す
る
。
前
者
は
、
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研

究
所
の
所
蔵
に
か
か
る
郡
門
『
黄
塵
等
謄
簿
』
・
『
凌
栄
春
謄
衆
契
簿
』
に
含
ま
れ
る
、
洪
武
～
弘
治
の
一
四
六
件
の
売
契
で
使
用
さ
れ
て
い
る

価
値
物
を
基
に
、
当
時
の
貨
幣
流
通
を
追
っ
た
研
究
で
あ
る
。
当
論
文
で
は
、
一
一
件
の
売
契
が
原
文
の
ま
ま
転
載
さ
れ
て
お
り
、
諸
売
順
で

の
使
用
貨
幣
種
鼠
と
そ
の
件
数
を
各
年
号
ご
と
に
簡
単
な
表
に
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
後
者
は
、
安
徽
省
博
物
館
所
蔵
に
係
る
洪
武
～
崇
禎
の

売
契
一
五
六
件
を
用
い
て
、
明
一
代
に
お
け
る
貨
幣
・
米
価
・
布
価
・
善
趣
等
の
変
動
や
諸
契
か
ら
窺
い
得
る
各
種
土
地
問
題
な
ど
を
概
観
し

た
研
究
で
あ
る
。
な
お
、
当
論
文
で
利
用
し
た
洪
武
～
成
化
年
間
ま
で
の
売
品
七
四
件
は
す
べ
て
休
寧
の
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
現
在
、
『
明
清
豊
州
社
会
経
済
資
料
叢
編
』
第
一
輯
（
以
下
『
資
料
叢
編
』
一
難
と
略
称
）
、
『
明
清
豊
州
社
会
経
済
資
料
血
潮
』
第
二
輯

（
以
下
『
資
料
叢
雲
』
二
軍
と
略
称
）
、
『
徽
州
千
年
契
約
文
書
　
　
宋
・
元
・
明
編
1
』
全
二
十
巻
（
以
下
『
徽
州
契
約
』
と
略
称
）
の
慰
書
が
相
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
徽
州
文
書
の
土
地
売
契
（
典
売
契
約
も
含
む
）
の
一
部
を
原
文
で
み
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
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元末明初期における徽州府下の貨幣動向（大田）

劉
・
張
鷺
九
八
三
〕
で
利
用
さ
れ
た
売
契
の
殆
ど
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
明
初
の
も
の
に
限
っ
て
言
う
な
ら
、
休
寧
・
郡
門
・
獄
三
票
の
売
契

数
合
計
は
優
に
三
〇
〇
件
を
超
え
る
。
傅
衣
凌
鷺
九
八
○
〕
や
劉
・
張
〔
一
九
八
三
〕
に
て
利
用
さ
れ
た
洪
武
～
昂
奮
年
間
の
土
地
売
契
数
が
そ

れ
ぞ
れ
九
三
件
、
六
二
件
で
あ
っ
て
、
数
量
的
規
模
に
お
い
て
両
『
資
料
叢
論
』
・
『
徽
州
契
約
』
の
売
脚
数
は
こ
れ
ら
に
勝
る
。
こ
の
外
、
元

の
土
地
売
契
も
少
数
な
が
ら
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
不
完
全
で
は
あ
る
も
の
の
元
末
～
明
初
に
か
け
て
の
徽
州
の
貨
幣
流
通
を
窺
う
代
こ

と
が
で
き
る
。

　
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
土
地
売
契
で
使
用
さ
れ
て
い
る
価
値
物
（
1
1
貨
幣
）
か
ら
窺
わ
れ
る
貨
幣
流
通
は
、
前
記
二
論
文
に
お
い
て

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
柄
と
一
致
す
る
点
も
多
い
。
た
だ
、
従
来
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
り
も
売
契
数
が
豊
富
に
な
っ
た
こ
と
で
、
二
論
文
の

見
解
に
対
し
て
い
く
つ
か
修
正
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
、
乃
至
新
た
に
付
け
加
え
る
べ
き
点
が
出
て
き
た
こ
と
。
ま
た
、
二
論
文
で

は
、
休
寧
・
樋
門
そ
れ
ぞ
れ
一
方
の
み
の
動
向
が
概
観
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
た
た
め
、
両
県
の
通
時
的
動
向
に
お
け
る
相
違
点
や
共
通
点
は

検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
両
『
資
料
叢
編
』
・
『
甲
州
契
約
』
の
出
版
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
比
較
も
容
易
に
な
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
な

に
よ
り
も
、
徽
州
と
い
う
限
ら
れ
た
一
地
域
の
み
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
垣
間
見
ら
れ
る
当
該
期
の
通
時
的
な
貨
幣
動
陶
が
示
唆
す

る
事
柄
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
改
め
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
も
幾
分
か
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
以
下
、
本
稿
で
は
、
主
に
『
資
料
叢
編
』
一
二
一
輯
と
『
徽
州
契
約
』
に
収
録
さ
れ
る
土
地
二
二
を
使
用
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
交
換
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

段
、
墜
ち
土
地
取
引
の
際
に
購
入
者
か
ら
譲
渡
者
へ
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
た
貨
幣
に
注
蔭
し
て
、
元
末
明
初
期
で
あ
る
＝
二
一
二
五
～
一
四
五

六
年
、
年
号
で
い
え
ぼ
一
7
6
・
順
帝
の
元
統
三
年
（
一
後
輩
元
元
年
）
か
ら
明
・
景
帝
の
景
泰
七
年
に
至
る
約
百
二
十
年
間
の
徽
州
に
お
け
る
貨
幣

流
通
の
動
尚
を
可
能
な
限
り
把
握
し
て
い
き
、
併
せ
て
そ
の
動
向
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
初
歩
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

①

た
之
え
ば
、
岩
井
茂
…
樹
は
錫
初
の
財
政
的
特
質
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
た
だ
明
朝
建
國
当
初
に
お
い
て
は
、
関
税
・
商
税
収
入
に
さ
ほ
ど
注
意
を
は

ら
わ
な
い
姿
勢
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
明
初
の
国
家
給
付
シ
ス
テ
ム
は
、
軍
隊
に
か

ん
し
て
も
、
傭
兵
制
で
は
な
く
、
門
田
の
受
給
者
た
る
「
軍
戸
扁
に
軍
丁
供
出
と
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そ
の
給
養
を
義
務
づ
け
る
非
財
政
的
方
法
を
採
用
し
た
り
、
民
戸
か
ら
の
両
税
徴

　
収
や
、
ま
た
官
僚
へ
の
俸
禄
支
給
も
穀
物
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
な
ど
、
財

　
政
制
度
の
変
化
に
逆
行
す
る
か
の
ご
と
き
諸
施
策
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い

　
る
。
土
地
税
以
外
の
関
税
・
商
税
を
重
視
し
な
か
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
明
代
初

　
期
の
政
策
志
向
と
関
係
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」
（
岩
井
〔
一
九
九
二
〕

　
三
〇
五
頁
）

②
　
明
朝
の
宝
紗
制
度
に
関
す
る
主
要
な
研
究
と
し
て
、
現
在
、
以
下
の
よ
う
な
も

　
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
市
古
〔
一
九
七
七
〕
、
曾
我
部
〔
一
九
五
一
〕
、
檀
上
〔
一
九

　
八
σ
〕
、
永
江
〔
一
九
六
一
〕
、
矯
暁
金
〔
　
九
八
三
〕
、
呉
陰
〔
一
九
四
三
〕
、
彰

　
信
威
〔
一
九
五
八
〕
、
李
剣
農
〔
一
九
五
七
〕
な
ど
。

③
　
こ
れ
ま
で
は
、
主
と
し
て
『
明
実
録
』
等
の
史
料
に
み
ら
れ
る
妙
法
関
係
記
事

　
か
ら
、
そ
の
流
通
状
況
を
間
接
的
に
窺
う
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
っ
た
。

④
　
こ
の
他
、
後
述
す
る
『
明
清
野
州
社
会
経
済
資
料
叢
編
親
中
の
土
地
売
契
を
利

　
用
し
て
、
明
初
に
お
け
る
貨
幣
使
用
の
簡
単
な
概
観
を
し
た
も
の
に
李
若
愚
〔
一

　
九
八
八
〕
が
あ
る
。

⑤
　
両
『
資
料
軍
費
』
・
『
徽
州
契
約
隠
所
収
の
も
の
を
含
め
た
徽
州
文
書
の
収
集
・

　
整
理
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
劉
重
日
〔
一
九
八
九
〕
、
周
紹
泉
〔
一
九
九
二
〕
に

　
詳
し
い
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
幽
版
・
公
表
さ
れ
た
徽
州
文
書
は
、
未
だ
そ
の
ご
く

　
一
部
で
し
か
な
い
と
い
う
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
を
利
潔
し
て
本
稿
で
提
示
さ
れ
る

　
見
解
も
ま
た
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
今
後
、
他
地
域
に
お
け

　
る
新
た
な
資
料
の
発
掘
と
と
も
に
、
さ
ら
に
多
く
の
徽
州
文
書
が
公
開
・
出
版
さ

　
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
見
解
を
修
正
・
補
足
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
も

　
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

⑥
『
資
料
三
編
』
一
・
二
輯
、
『
薩
州
契
約
』
の
他
に
本
稿
で
利
用
し
た
土
地
売
契

　
（
都
合
四
〇
件
）
の
田
典
を
以
下
に
示
す
。
傅
衣
凌
〔
一
九
八
○
〕
に
原
文
が
紹

　
介
さ
れ
て
い
る
売
契
八
件
。
葉
顕
恩
2
九
八
三
〕
五
九
～
六
七
頁
に
あ
る
郡
門

　
五
都
『
洪
義
勇
雲
華
臨
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
「
郡
門
五
都
飯
氏
地
主
土
地
積

　
累
状
況
表
」
に
み
ら
れ
る
洪
武
～
正
統
期
の
売
契
七
件
。
藁
成
顕
Ω
九
九
〇
〕

　
で
利
用
さ
れ
て
い
る
安
徽
師
範
大
学
・
南
京
大
学
所
蔵
に
係
る
売
契
一
七
件
。
楊

　
国
禎
〔
一
九
八
八
〕
二
〇
六
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
天
津
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
に

　
係
る
売
契
一
件
。
劉
和
恵
〔
一
九
八
四
〕
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
郡
門
『
平
氏
謄
契

　
簿
』
中
の
元
代
売
契
五
件
。
『
資
料
叢
編
合
一
・
二
合
に
は
な
く
、
劉
・
張
Ω

　
九
八
三
〕
の
み
に
み
ら
れ
る
売
契
二
件
。
結
局
、
本
稿
で
利
用
し
得
た
土
地
売
契

　
総
数
は
三
八
一
件
を
数
え
る
。

⑦
賞
幣
の
定
義
は
諸
説
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
ポ
ラ
ソ
ニ
ー

　
〔
一
九
八
○
〕
の
定
義
に
拠
っ
て
、
貨
幣
を
、
支
払
・
価
値
尺
度
・
蓄
蔵
・
交
換

　
と
い
っ
た
諸
用
途
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
二
途
で
使
用
さ
れ
る
「
量
化
可
能
物
」

　
と
理
解
し
て
お
く
。
こ
う
し
た
幡
の
広
い
定
義
に
従
え
ば
、
様
々
な
形
態
の
も
の

　
を
貨
幣
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
紗
や
銀
と
い
っ
た
価
値
物

　
は
勿
論
の
こ
と
、
稲
穀
や
布
鵤
と
い
っ
た
物
口
開
な
ど
も
貨
幣
範
疇
の
な
か
に
入
る

　
で
あ
ろ
う
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
土
地
売
契
に
対
価
と
し
て
記
さ
れ
た
「
紗
」
「
稲
穀
」
等
が
、
取

引
者
間
で
実
際
に
授
受
さ
れ
た
貨
幣
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
少

　
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

　
　
士
甲
香
中
に
は
、
　
「
面
魂
肱
燃
費
一
価
門
砂
六
榊
員
整
：
：
：
甘
バ
妙
当
成
契
臼
、
　
一
一
汁
曲
以
足
無
描

　
欠
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
応
し
て
、
対
価
受
領
者
が
契
約
君
宋
尾
に
「
・
今
就

　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

　
領
去
禅
師
価
紗
井
守
足
詑
。
」
〈
爆
撃
県
李
資
野
毛
田
翠
蔓
（
二
”
一
六
八
〇
二
）

　
『
資
料
照
影
』
一
輯
、
一
頁
〉
等
と
サ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
場
合
が
数
多
く
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
る
。
ま
た
対
価
が
布
演
類
で
あ
れ
ば
、
「
面
議
蒔
値
納
官
苧
布
伍
上
陸
匹
。
其
価
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ

　
当
便
収
去
、
足
詑
無
欠
…
…
（
以
下
は
対
価
受
領
者
の
批
文
）
今
就
職
去
契
内
価
布

　
井
収
足
算
。
期
日
再
批
。
」
〈
休
寧
県
胡
華
寿
等
出
田
赤
契
（
二
二
六
八
〇
六
）

　
『
資
料
叢
編
』
一
輯
、
二
六
頁
〉
等
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
対
価
と
し
て

　
記
さ
れ
て
い
る
価
値
物
が
他
の
も
の
で
代
納
さ
れ
る
場
含
、
「
時
値
価
銭
壱
拾
伍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

貫
。
其
節
達
成
契
日
、
倶
係
紬
穀
准
足
無
欠
。
…
…
今
就
領
虫
前
項
長
内
価
製
出
穀
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収
足
。
同
R
【
再
臨
。
」
〈
休
鐵
・
虚
血
勝
…
右
齋
門
田
赤
繭
契
（
二
”
二
六
六
三
四
）
『
資
料
叢

編
』
一
輯
、
三
頁
〉
と
か
、
「
面
議
時
値
価
紗
一
十
五
貫
、
照
依
時
値
用
穀
准
還
、

当
成
上
略
、
一
井
収
足
無
欠
…
…
今
就
領
去
前
項
契
薬
価
穀
井
収
取
詑
。
同
旦
得

批
。
」
　
〈
休
密
｝
旧
羅
涯
午
密
究
m
田
赤
契
（
二
”
一
瓢
ハ
論
ハ
ご
一
六
）
『
准
只
料
叢
編
隔
　
一
輯
、
　
五

頁
〉
等
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
様
な
文
言
が
あ
る
こ
と
か

ら
み
て
、
特
に
波
記
の
な
い
場
合
、
土
地
売
契
に
紺
価
と
し
て
書
か
れ
た
価
値
物

が
、
取
引
者
閥
で
実
際
に
授
受
ざ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

醐
　
土
地
売
契
に
み
る
徽
州
の
貨
幣
流
通

元末明初期における徽州廣下の貨幣動向（大田）

　
徽
州
府
（
元
代
で
は
路
）
は
現
在
の
安
徽
省
南
部
に
位
置
し
、
当
時
は
款
・
休
密
丁
導
管
・
婆
源
（
現
在
江
西
省
所
属
）
・
野
・
聾
心
の
巌
壁
か

な
ら
り
、
元
代
に
は
江
千
行
省
に
、
明
代
に
は
南
直
隷
に
帰
属
し
て
い
た
。
当
地
は
、
北
西
に
津
山
山
脈
が
走
り
、
南
部
に
天
目
山
・
率
山
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

脈
が
ひ
か
え
る
「
山
繭
谷
地
」
で
あ
り
、
銭
塘
江
の
水
源
で
あ
る
新
安
江
を
通
じ
て
一
大
商
業
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
杭
州
に
繋
が
っ
て
い
た
。
唐

～
宋
に
か
け
翫
江
・
江
蘇
平
野
西
部
（
特
に
江
寧
・
官
蕨
）
・
江
西
方
面
か
ら
の
開
発
が
進
み
、
三
省
の
省
域
の
原
型
が
形
成
さ
れ
て
い
く
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
、
そ
の
接
合
点
た
る
徽
州
の
有
す
る
重
要
性
が
ク
㍑
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
可
耕
地
は
少
数
で
、
そ
の
限
ら
れ
た
耕
地
も
必
ず
し
も
地

味
豊
か
と
い
う
訳
で
は
な
い
た
め
、
徽
州
は
古
く
よ
り
商
業
を
生
業
と
す
る
人
々
を
輩
出
し
て
き
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
世
に
「
新
安
商
人
」

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
当
地
の
商
人
が
本
格
的
な
興
隆
を
遂
げ
る
の
は
明
代
も
半
ば
を
過
ぎ
た
成
化
・
弘
治
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い

　
　
　
　
③

わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
元
直
明
初
期
、
尊
号
は
磁
区
、
郵
玉
、
注
克
寛
、
朱
升
等
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
著
名
人
を
輩
出
し
、
朱
子
学
を
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

じ
る
徽
州
学
派
は
当
時
の
江
南
社
会
に
あ
っ
て
確
固
と
し
た
地
位
を
築
い
て
い
た
こ
と
、
ま
た
宗
族
結
合
な
ど
も
当
地
で
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て

　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
た
こ
と
な
ど
か
ら
察
す
る
と
、
当
時
に
あ
っ
て
も
徽
州
は
江
南
社
会
の
な
か
で
あ
る
程
度
成
熟
し
た
地
域
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
『
資
料
叢
編
』
一
・
二
輯
、
『
徽
州
契
約
』
等
に
収
録
さ
れ
て
い
る
明
初
の
徽
州
土
地
売
契
は
、
そ
の
大
部
分
が
休
寧
と
郡
門
の
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
獄
購
の
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
件
数
は
ご
く
少
数
で
、
通
時
的
な
貨
幣
動
向
を
窺
う
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

他
、
所
属
県
不
明
の
売
契
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
獄
県
の
も
の
と
一
括
し
て
ま
と
め
る
こ
と
に
し
、
妾
信
の
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貨
幣
流
通
の
動
向
を
考
え
て
い
く
上
で
の
参
考
と
し
た
い
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
主
と
し
て
扱
う
の
は
雨
下
・
郡
門
二
県
の
動
向
と
な
る
。
ち

な
み
に
、
休
寧
は
、
新
安
江
及
び
そ
の
支
流
沿
に
形
成
さ
れ
た
徽
州
盆
地
内
に
位
置
し
、
徽
州
で
は
比
較
的
耕
地
に
恵
ま
れ
た
場
所
に
あ
り
、

隣
接
す
る
獄
県
と
と
も
に
徽
州
の
中
心
地
区
を
構
成
し
て
い
た
。
一
方
、
郡
門
は
休
養
に
隣
接
す
る
府
内
西
部
の
地
に
あ
り
、
西
南
に
下
れ
ば

鄙
陽
等
の
江
西
各
地
に
繋
が
っ
て
い
た
。

　
早
速
、
休
寧
、
郡
門
の
順
で
、
各
々
の
貨
幣
流
通
の
変
遷
を
概
観
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

6　（490）

　
（
a
）
　
休
寧
梁
の
貨
幣
流
通

　
明
代
前
半
期
に
属
す
る
休
寧
県
所
属
の
土
地
売
契
は
、
一
三
二
件
み
ら
れ
る
。
こ
の
な
か
で
年
次
の
最
も
古
い
も
の
は
、
洪
武
二
年
（
一
三

六
九
）
の
そ
れ
で
あ
り
、
以
下
無
精
一
九
年
（
＝
二
八
六
）
の
も
の
二
件
、
洪
武
二
六
年
（
＝
二
九
三
）
の
も
の
三
件
と
存
在
し
、
同
二
六
年
以
降
、

大
体
毎
年
継
続
的
に
サ
ン
プ
ル
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
三
二
件
の
土
地
売
契
に
み
ら
れ
る
対
価
の
種
目
を
、
五
年
ご
と
に
ま
と
め
て
作
成
し
た

も
の
が
表
1
で
あ
る
。
な
お
、
一
管
の
土
地
取
引
で
複
数
の
価
値
物
が
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
種
目
欄
に
各
々
一
件
と

し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
お
い
た
。

　
表
1
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
建
武
年
間
（
　
三
六
八
～
九
八
）
で
は
、
宝
紗
発
行
以
前
で
あ
る
洪
武
二
年
の
土
地
墨
黒
に
「
花
銀
」
が
使
用

さ
れ
て
い
る
ほ
か
は
、
大
体
に
お
い
て
紗
遣
い
が
優
勢
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
末
年
（
二
九
・
三
〇
．
三
一
年
）
に
は
、
土
地
売
契
一
〇
浜
中
、

　
　
　
　
　
　
⑧

稲
穀
遣
い
が
六
件
、
銀
遣
い
が
一
件
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
建
文
年
間
（
＝
二
九
九
～
一
四
〇
二
）
以
降
、
銀
遣
い
と
稲
穀
遣
い
が
相
半
ば
し

て
、
紗
遣
い
を
圧
倒
し
て
い
く
傾
向
が
看
取
で
き
る
。
こ
の
傾
向
は
永
楽
の
二
、
三
年
ご
ろ
ま
で
引
き
続
い
て
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
以
降
は
ま

た
銀
・
稲
穀
・
布
吊
遣
い
を
含
み
つ
つ
も
、
大
勢
と
し
て
再
び
紗
遣
い
へ
と
回
帰
し
て
い
く
。
そ
の
後
、
妙
遣
い
は
、
永
楽
末
年
で
あ
る
一
九

二
〇
年
ご
ろ
よ
り
再
度
動
揺
を
み
せ
、
洪
熈
（
一
四
二
五
）
・
宣
徳
（
一
四
二
六
～
三
五
）
年
間
に
入
る
と
完
全
に
稲
穀
遣
い
・
布
萬
遣
い
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
、
以
降
、
妙
遣
い
の
土
地
売
契
は
休
寧
か
ら
完
全
に
姿
を
消
す
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
正
統
四
年
（
一
四
三
九
）
ご
ろ
を
境
と
し



元丸明初期における徽州府下の貨幣動向（大国）

て
、
稲
穀
遣
い
・
布
吊
遣
い
は
銀
遣
い
へ
と
転
換
し
て
い
く
。
こ
の
銀
遣
い
優
勢
の
傾
向
は
、
さ
ら
に
清
代
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
劉
・
張
〔
…
九
八
三
〕
は
、
休
寧
の
貨
幣
動
向
を
、
「
洪
武
・
記
文
年
問
は
主
と
し
て
紗
（
紙
幣
）
遣
い
、
永
楽
か
ら
宣
徳
年
間
に

か
け
て
昇
華
と
布
畠
が
使
用
さ
れ
、
正
統
以
後
は
｝
律
に
銀
遣
い
」
と
ま
と
め
、
さ
ら
に
「
永
楽
か
ら
宣
徳
に
か
け
て
の
三
〇
数
年
間
、
嬉
野

地
域
の
土
地
売
買
は
、
基
本
的
に
現
物
を
支
払
手
段
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
明
朝
政
府
発
行
の
紙
幣
が
永
楽
以
降
も
は
や
完
全
崩
壊
の
状
態

に
あ
り
…
…
実
際
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
人
々
は
紗
価
値
の
下
落
に
よ
っ
て
被
る
損
失
を
軽
減
す
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

広
く
現
物
を
交
換
手
段
と
し
て
用
い
た
」
と
述
べ
る
。

　
表
1
か
ら
窺
わ
れ
る
動
向
と
は
い
さ
さ
か
異
な
り
、
劉
・
張
〔
一
九
八
三
〕
で
は
、
妙
遣
い
の
終
焉
を
永
楽
年
間
か
ら
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

県寧蓑1休
砂 稲穀

綿・絹．芦

銀 その他
丁

件数 件数 件数 件数 件数 総数

1335－1339

1340－1344

1345－1349

1350－1354

1355－1359

1360－1364

1365－1369 1 1

1370－1374

1375－1379

1380－1384

1385－1389 2 2

1390－1394 5 5

1395－1399 4 7 1 12

1400－1404 4 11 9 1 23

1405－1409 4 1 5

1410－1414 2 1 1 4

1415－1419 3 1 1 5

1420一工424 4 1 3 8

1425－1429 5 8 13

1430－1434 3 5 1 9

1435－1439 4 4 4 11

1440－1444 1 9 10

1445－1449 2 1 8 9

工450－1454 5 5

1455－1456 1 9 10

合計1 281 361 231 48i ・1 132

こ
の
結
論
の
相
違
は
、
劉
・
張
ら
の
利
用

し
た
永
楽
期
の
土
地
売
契
数
が
相
対
的
に

少
な
い
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
即
ち
、
永
楽
三
年
か
ら
同
型
〇
年
に

か
け
て
の
サ
ン
プ
ル
数
が
六
件
（
う
ち
紗
遣

い
四
件
、
稲
上
遣
い
・
布
畠
遣
い
各
々
一
件
）

だ
け
で
あ
っ
た
（
本
稿
は
、
妙
遣
い
一
三
件

・
稲
穀
遣
い
一
件
・
布
吊
遣
い
四
件
・
銀
遣
い

　
　
　
　
　
　
⑩

一
件
の
都
合
二
〇
件
）
た
め
、
永
楽
年
間
全

体
に
わ
た
る
通
年
的
な
動
向
を
把
握
し
き

れ
ず
、
永
楽
初
年
の
紗
遣
い
の
動
揺
と
永
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楽
末
年
の
再
動
揺
と
を
区
別
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
前
者
の
傾
向
が
後
者
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
点
か
ら
み
て
、
鼻
面
に
お
け
る
鉛
遣
い
の
終
焉
は
、
既
述
の
よ
う
に
永
楽
末
・
宣
徳
以
降
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
宝
紗

発
行
以
降
の
占
奪
に
お
け
る
貨
幣
流
通
の
変
遷
を
ま
と
め
る
と
、
紗
遣
い
↓
稲
穀
・
銀
遣
い
↓
砂
遣
い
↓
布
線
遣
い
・
稲
穀
遣
い
↓
銀
遣
い
、

　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
い
う
具
合
に
な
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
明
初
の
休
寧
に
お
け
る
貨
幣
流
通
は
か
な
り
変
化
に
富
ん
で
い
た
。
洪
武
以
来
、
土
地
購
入
の
た
め
支
払
わ
れ
た
対
価
は
、

紗
・
稲
穀
・
銀
・
布
吊
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
明
朝
の
法
定
通
貨
で
あ
る
鉛
は
、
明
初
（
特
に
洪
武
・
永
楽
期
）
に
あ
っ
て
当
地
の

一
般
的
な
交
換
手
段
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
妙
が
一
貫
し
て
安
定
的
に
行
使
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
洪
武
末
か
ら
永
楽
初
年
に
か
け
て
、
妙
は
稲
置
や
銀
に
そ
の
地
位
を
奪
わ
れ
、
永
楽
末
～
宣
徳
年
間
に
は
布
畠
や
稲
穀
が
主
要

な
交
換
手
段
と
な
っ
て
い
た
。
洪
武
八
年
の
発
行
以
来
約
半
世
紀
、
鉛
の
流
通
状
況
に
は
か
な
り
の
変
遷
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
妙
の
も
つ
不
安
定
性
は
、
土
地
売
契
よ
り
窺
え
る
田
価
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
洪
武
二
〇
年
代
に
一
極
当
た
り
の
田
価
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

七
～
一
〇
貫
程
度
で
あ
っ
た
も
の
が
、
砂
遣
い
の
回
復
し
た
永
楽
年
間
に
は
、
一
五
〇
貫
～
二
〇
〇
貫
程
度
に
ま
で
な
っ
て
い
た
。
他
の
稲
穀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

・
銀
・
布
萬
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
照
価
が
、
こ
の
時
期
、
比
較
的
安
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
は
紗
の
価
値
自
身
が
低
落
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
一
時
的
不
振
か
ら
は
抜
け
出
し
た
も
の
の
、
そ
の
聞
に
休
寧
で
の
紗
価
値
は
急
激
な
下
落
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
。
従
来
か
ら
い
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
鉛
の
も
つ
価
値
の
急
激
な
下
落
と
い
う
事
態
は
、
休
寧
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　
最
後
に
休
寧
の
貨
幣
流
通
の
動
向
で
興
味
深
い
点
に
、
紗
遣
い
が
土
地
勘
契
か
ら
姿
を
消
し
た
時
期
に
、
そ
れ
と
代
わ
っ
て
ど
の
様
な
価
値

物
が
当
地
で
用
い
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
宝
鉛
の
動
揺
期
に
は
、
前
述
の
通
り
二
つ
の
晴
期
が
あ
っ
た
。
洪
武
末
か
ら
仰
文
を
経

て
永
楽
初
年
に
至
る
時
期
と
永
楽
末
年
以
降
の
時
期
で
あ
る
。
前
者
の
時
期
に
は
漁
法
の
動
揺
に
と
も
な
っ
て
、
当
初
優
勢
と
な
っ
た
の
が
稲

穀
遣
い
で
あ
り
、
つ
づ
く
建
議
帝
の
治
世
で
は
歳
を
経
る
に
従
っ
て
銀
遣
い
が
増
え
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
永
楽
元
、
二
年
に
な
る
と
再
び
稲

穀
遣
い
が
優
勢
に
な
り
、
同
三
年
ご
ろ
か
ら
次
第
に
妙
遣
い
が
復
活
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
僅
か
一
〇
年
足
ら
ず
の
間
で
も
そ
こ
に
微
妙
な
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傾
向
の
変
化
を
み
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
後
者
の
時
期
で
は
、
宝
紗
が
そ
の
価
値
の
下
落
の
た
め
に
通
用
性
を
喪
失
し
た
際
、
宣
徳

年
間
ま
で
は
稲
穀
遣
い
を
伴
い
な
が
ら
も
、
布
融
が
主
要
な
交
換
手
段
と
な
っ
て
お
り
、
前
者
の
時
期
に
あ
る
程
度
行
使
さ
れ
て
い
た
銀
は
殆

ど
み
ら
れ
な
く
な
る
。

　
以
上
が
休
寧
に
お
け
る
貨
幣
流
通
の
変
遷
で
あ
る
。
続
い
て
郡
門
の
貨
幣
動
向
を
み
て
い
ぎ
だ
い
。

　
（
b
）
　
祁
門
票
の
貨
幣
流
通

　
再
論
に
つ
い
て
も
、
休
寧
と
同
様
に
表
を
作
成
し
た
（
表
2
）
。
那
門
の
場
合
、
休
寧
と
は
違
っ
て
元
代
の
土
地
売
契
が
全
部
で
一
四
件
み
ら

れ
る
。
た
だ
、
う
ち
八
件
（
年
次
不
明
一
件
）
は
本
稿
で
の
対
象
時
期
を
外
れ
て
い
る
の
で
、
表
2
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
計
上
さ
れ
て
い
る

元末淡初期における徽州府下の貨幣動向（大田）

表2　那門県（年次不明二件を除く）

総数

その他1

年置

野口銀

件数件数

釧路穀
件薮1件数

0
δ
　
　
1
　
　
1

1
3
3
7
4
8
5
8
7

21

P8

Q8

P6

W
1
5
2
0
1
5
1
2
5

1

1
　
　
2
　
　
工

3
1
1
1
1
8
5

1
　
　
　
　
　
2

1
2
3
4
1
0
7
4
2

1

2

7

4

s

5

7

7

21

17

26

13　1

　E
1：
1

1

2

2

1

5

D
σ
　
　
1
　
　
1

1335－1339

1340－1344

1345－1349

1350－1354

1355一エ359

1360－1364

1365－1369

1370－1374

1375－1379

1380－1384

1385－1389

1390－1394

1395－1399

1400－14e4

1405－1406

1410－1414

1415－1419

142e－1424

1425－1429

1430－ld．34

1435－1439

1440－1444

1445－M49

1450－1454

1455－1456

合計毛61・3642申・9

の
は
、
至
正
一
、
二
、
三
、
五
、
＝
二

年
の
売
契
五
件
で
あ
る
。
な
お
、
一
四

件
の
売
契
で
は
、
す
べ
て
中
出
紗
が
対

価
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
た
。
明
初
の

土
地
売
契
は
、
総
計
二
〇
五
件
（
う
ち

年
次
不
明
一
件
）
を
数
え
る
。
明
朝
の
売

契
で
、
最
も
古
い
も
の
は
洪
武
二
年

（一

O
六
九
）
の
も
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
に

次
ぐ
も
の
と
し
て
、
同
三
年
（
＝
二
七

〇
）
、
同
五
年
（
二
二
七
二
）
、
同
六
年
（
一

三
七
三
）
、
同
八
年
（
＝
二
七
五
）
の
売
契

9　（493）



が
あ
る
。
そ
こ
で
の
対
価
の
内
訳
は
、
花
銀
四
件
、
鉛
（
中
津
妙
～
）
一
件
で
あ
る
。
洪
武
一
一
年
（
＝
二
七
八
）
以
降
は
、
ほ
ぼ
継
続
的
に
売
契

が
み
ら
れ
る
。
一
一
〇
五
件
の
売
契
か
ら
窺
え
る
傾
向
を
概
観
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
重
囲
初
年
に
銀
三
例
と
紗
一
例
が
み
ら
れ
、
洪
図
八
年
三
月
の
宝
鋤
発
行
直
後
で
あ
る
岡
年
一
〇
月
七
日
の
売
契
に
「
花
銀
」
が
使
用
さ
れ

て
い
る
以
外
、
芝
煮
年
間
で
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
鋤
遣
い
で
あ
っ
た
。
繁
文
年
間
は
そ
の
事
例
が
五
件
あ
る
が
、
一
件
だ
け
紗
と
共
に
「
夏
綿
布
」

が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
を
除
き
、
他
は
す
べ
て
妙
遣
い
で
あ
る
。
永
楽
年
間
で
も
、
永
楽
二
年
（
一
四
〇
四
）
に
「
綿
布
二
十
五
疋
し
、
同
一
二
年

（一

l
二
三
）
に
「
大
官
綿
布
四
匹
」
と
い
う
事
例
が
二
件
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
紗
遣
い
が
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
宣
出
初
年

ご
ろ
ま
で
引
き
継
が
れ
、
宣
徳
三
年
（
一
四
二
八
）
以
降
、
布
鳥
遣
い
（
少
数
稲
穀
遣
い
を
含
む
）
が
優
勢
と
な
る
。
那
門
で
銀
遣
い
が
展
開
し
始

め
る
の
は
正
統
六
、
七
年
ご
ろ
を
境
と
し
て
で
あ
り
、
以
降
、
布
靴
・
囲
穀
遣
い
の
事
例
を
あ
る
程
度
含
み
な
が
ら
も
、
次
第
に
銀
が
主
要
な

交
換
手
段
と
な
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
に
み
た
傾
向
は
、
傅
衣
凌
〔
一
九
八
○
〕
で
述
べ
ら
れ
た
傾
向
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
。
ち
な
み
に
、
洪
武
年
間
事
例
八
件
（
遊
客
七
、
銀

一）

A
空
文
年
問
一
件
（
宝
妙
一
）
、
永
楽
年
間
一
六
件
（
宝
生
一
五
、
布
一
）
、
宣
徳
年
間
一
七
件
（
宝
紗
四
、
布
一
一
、
稲
穀
二
）
、
正
統
年
間
四
八

件
（
布
二
九
、
稲
穀
二
、
銀
｝
七
）
、
景
泰
年
間
一
二
件
（
布
二
、
銀
一
〇
）
、
と
い
う
の
が
そ
の
内
訳
で
あ
る
。
本
稿
で
も
こ
の
う
ち
八
件
は
、
褒
2

の
な
か
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
錦
衣
凌
の
利
用
し
た
土
地
売
契
群
は
、
両
『
資
料
叢
編
』
・
『
徽
州
契
約
』
内
の
そ
れ
と
は
殆
ど
重
な
ら

な
い
。
こ
の
た
め
、
傅
衣
凌
の
利
用
し
た
事
例
に
お
い
て
各
貨
幣
の
使
用
傾
向
が
ど
の
時
点
で
変
化
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
は
不
明
で
あ

る
。　

た
と
え
ば
、
銀
遣
い
へ
の
転
換
期
を
、
本
稿
で
は
正
統
六
、
七
年
ご
ろ
と
し
た
け
れ
ど
も
、
韓
衣
凌
〔
一
九
八
○
〕
は
、
正
統
年
間
の
土
地
売

契
四
八
件
中
、
実
に
二
九
件
が
怪
態
遣
い
で
あ
る
な
ど
の
点
か
ら
、
正
統
年
間
に
は
ま
だ
銀
遣
い
が
優
勢
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
。

確
か
に
、
本
稿
で
利
用
し
た
正
統
期
の
売
繋
四
六
件
中
、
布
吊
一
九
件
、
銀
二
五
件
、
妙
二
件
、
稲
車
一
件
で
、
同
じ
く
布
臨
遣
い
の
比
重
の

高
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
そ
の
多
く
は
正
統
六
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
は
や
は
り
大
勢
と
し
て
銀
遣
い
が
優
勢
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元末明初期における徽州府下の貨幣動向（大田）

と
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
寿
衣
凌
〔
一
九
八
○
〕
で
の
布
野
遣
い
の
事
例
が
、
正
統
六
年
以
前
に
集
中
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
細
部
の
不
明
点
を
除
け
ば
、
全
体
的
傾
向
に
そ
れ
程
の
激
論
が
あ
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
述
べ

た
概
要
が
ほ
ぼ
当
地
に
お
け
る
貨
幣
流
通
の
動
向
で
あ
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
最
終
的
に
、
洪
武
以
降
の
那
門
に
お
け
る
貨
幣
流
通
の
変
遷

を
ま
と
め
れ
ば
、
銀
遣
い
↓
紗
遣
い
↓
布
酪
遣
い
↓
銀
遣
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
休
寧
の
動
向
と
比
較
し
た
と
き
の
勢
門
の
顕
著
な
特
徴
は
、
当
地
に
お
け
る
紗
遣
い
選
好
の
根
強
さ
で
あ
ろ
う
。
里
門
で
は
宝
紗
発

行
時
か
ら
ほ
ぼ
一
貫
し
て
紗
遣
い
が
続
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
休
寧
で
は
洪
武
勇
～
永
楽
初
年
に
か
け
て
稲
穀
・
銀
遣
い
が
優
勢
と
な
り
、

紗
遣
い
は
一
時
後
退
す
る
。
ま
た
、
永
楽
末
年
に
は
休
寧
で
既
に
紗
遣
い
か
ら
聖
慮
・
布
吊
遣
い
へ
の
転
換
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
蕉
門

で
は
宣
徳
初
年
ま
で
妙
遣
い
が
行
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
御
陰
で
の
紗
遣
い
に
は
か
な
り
の
変
動
が
み
ら
れ
る
の
に
比
べ
、
祁
門
で
は
砂
は
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

較
的
に
安
定
し
て
行
使
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
そ
の
他
の
相
違
点
と
し
て
は
、
銀
遣
い
の
画
期
が
両
県
で
や
や
ず
れ
る
点
が
あ
る
。
休
寧
は
正
統
四
年
ご
ろ
か
ら
銀
遣
い
へ
と
転
換
し
て
い

る
の
に
対
し
、
那
門
は
正
統
七
年
ご
ろ
に
そ
れ
が
訪
れ
て
い
る
。
銀
遣
い
へ
の
転
換
は
、
二
、
三
年
程
度
の
差
で
休
寧
の
方
が
早
い
。
そ
れ
に
、

獄
門
で
は
休
寧
に
比
べ
て
、
銀
遣
い
の
他
に
稲
穀
・
布
畠
を
対
価
と
す
る
売
契
が
か
な
り
後
の
時
期
ま
で
み
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て

い
え
ぼ
、
紗
・
銀
以
外
に
ど
の
露
な
価
値
物
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
も
両
県
の
間
で
若
干
相
違
が
み
ら
れ
る
。
休
寧
で
は
稲
穀

と
布
畠
が
ほ
ぼ
相
半
ぱ
し
て
使
用
さ
れ
る
傾
向
（
稲
穀
三
六
件
、
寸
座
壬
二
件
）
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
郡
門
で
は
全
二
〇
九
件
中
、
稲
穀
遣
い
の

事
例
は
僅
か
一
〇
件
の
み
（
傅
口
凌
〔
一
九
八
○
〕
で
は
四
件
）
で
、
そ
の
他
は
布
畠
（
～
二
六
件
）
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

　
以
上
の
諸
点
か
ら
、
同
一
府
内
の
隣
合
う
県
で
は
あ
っ
て
も
、
両
者
の
貨
幣
流
通
に
は
あ
る
程
度
の
出
入
り
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

が
勿
論
、
郡
門
・
休
寧
両
県
の
貨
幣
流
通
は
、
大
ま
か
に
言
え
ば
同
じ
軌
跡
を
辿
っ
た
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
休
寧
で
は
紗
遣
い
が
一
端

途
切
れ
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
永
楽
末
年
ま
で
紗
遣
い
が
維
持
さ
れ
る
し
、
照
門
で
は
宣
徳
初
年
ま
で
一
貫
し
て
鉛
遣
い
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
紗
遣
い
が
土
地
売
契
か
ら
姿
を
消
し
て
銀
遣
い
が
優
勢
に
な
る
ま
で
の
間
、
両
県
と
も
主
に
布
酪
遣
い
が
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
趨
勢
は
、
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洪
武
～
永
楽
年
間
に
お
け
る
鉛
遣
い
、
宣
徳
年
間
で
の
中
綴
遣
い
の
一
般
化
、
正
統
中
期
以
降
の
銀
遣
い
へ
の
転
換
で
あ
る
。
そ
の
間
、
両
県

の
貨
幣
流
通
状
況
に
ま
ま
相
違
が
み
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
傾
向
は
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
宝
鉛
流
布
以
前
は
そ
の
事
例
が
極

め
て
少
な
い
け
れ
ど
も
、
休
寧
の
一
例
は
花
銀
、
郡
門
の
五
例
の
う
ち
四
例
は
花
銀
、
一
例
は
妙
、
と
い
う
趨
勢
か
ら
み
る
と
、
一
応
両
県
に

お
け
る
銀
遣
い
優
勢
の
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

：
（
c
）
　
そ
、
　
の
　
　
他

　
所
属
未
詳
と
款
県
の
土
地
売
契
に
つ
い
て
も
、
表
3
を
作
成
し
た
。

上
げ
て
お
く
。

休
寧
・
那
門
両
県
の
動
向
に
対
す
る
補
足
と
し
て
、
こ
こ
で
少
し
取
り

　
明
以
前
の
土
地
寸
寸
に
は
、
元
統
三

年
（
一
三
三
五
）
の
も
の
二
件
、
三
元
四

年
（
コ
曇
二
八
）
・
至
～
止
山
ハ
年
（
一
三
四
六
）

の
各
々
一
件
、
龍
鳳
一
二
年
（
＝
二
六

六
）
の
一
件
、
計
五
件
が
あ
る
。
元
代

の
売
契
四
件
で
は
中
統
妙
が
使
用
さ
れ
、

龍
鳳
紀
年
の
も
の
は
「
銭
貨
物
七
十
五

貫
文
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
銭

貨
物
」
が
銅
銭
な
の
か
、
そ
れ
と
も
紗

そ
の
他
の
価
値
物
な
の
か
は
不
明
で
あ

る
。
元
朝
末
期
に
お
け
る
徽
州
で
は
、
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表3　その他（朱詳地と≦款梨）

その他1

総数件数

ttlT’i．，li．，；X　i銀

件数」件数

妙1稲穀

轍瞬
n
δ
　
　
　
　
　
－

1
　
　
　
　
　
1
　
　
一
　
　
ワ
侶

2
3
2
4
4
2
2
3
6
1

1

工

1

1
　
　
9
扁
　
1
　
　
9
り
　
4
　
　
1

1

1
　
　
2
　
　
3
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1

1

り
0
　
　
　
　
　
工

1
　
　
2

－
　
　
　
　
　
Q
U

2
　
　
1

1335－1339

1340－1344

1345－1349

1350－1354

1355－1359

1360－1364

1365－1369

1370一ユ374

1375－1379

1380一工384

1385－1389

1390－1394

1395－1399

140D－1404

1405－1409

1410－1414

1415－1419

1420－1424

1425－1429

143e－1434

1435－1439

1440－1444

1445－i449

1450－1454

1455－1456

ムロ
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⑮

さ
き
の
那
門
の
事
例
と
合
わ
せ
て
み
る
と
、
紗
遣
い
が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
獄
県
の
事
例
は
全
部
で
六
件
存
在
す
る
。
洪
武
一
五
年
（
＝
二
八
二
）
一
件
・
同
一
九
年
（
＝
二
八
六
）
二
件
に
は
み
な
「
宝
紗
」
が
、
洪
熈
元

年
（
一
四
二
五
）
の
も
の
に
は
「
大
綿
布
」
が
、
宣
徳
三
年
（
一
四
二
八
）
の
も
の
に
は
再
び
「
宝
町
」
が
、
正
統
三
年
（
一
四
三
八
）
の
も
の
に
は

「
壷
飾
銀
」
が
対
価
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
当
地
の
動
向
を
窺
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
強
い
て
言
え
ば
血
紅
で
も
紗
遣
い
↓
主
導

遣
い
↓
銀
遣
い
と
い
う
休
寧
・
那
門
で
確
認
さ
れ
た
軌
跡
を
辿
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
最
後
に
、
徽
州
府
の
一
般
的
な
趨
勢
に
関
し
て
。
表
1
・
2
・
3
で
利
用
し
た
土
地
売
契
を
一
括
し
て
ま
と
め
た
の
が
表
4
で
あ
る
。
徽
州

府
全
体
の
貨
幣
動
向
を
窺
う
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
重
々
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
体
の
趨
勢
と
い
っ
た
も
の
が
掴
め
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

元末明初期における徽州府下の貨幣動向（大田）

蓑4　徽州府（年次不明二件を除く）

総数

その他

件数

銀

件数

驚腰砂

件数

3
　
　
3
　
　
2
　
　
1

3
3
4
8
8
1
3
1
7
3
3
1
2
2
7
2
3
3
8
3
3
2
3
2
7
3
2
2
7
2
3
1
6

工

1
　
　
　
　
　
1

1

1

2
　
　
2
　
　
1

1
1
0
1
1

2
9
2
1
2
2
1
7
1
5

1

1
　
　
　
　
　
2

1
1
5
1
3
1
3
1
3
8
5
3

7
1
1

1
2
5
5
6
2
2
5
1

3
　
　
n
δ
　
　
9
甜
　
－

1
　
　
2
　
　
n
◎
　
8

13

X
1
0
1
1
2
5
2
0
3
1
1
5
3
1
1

1335－1339

1340－1344

1345－1349

1350－1354

1355－1359

1360－1364

1365－1369

1370－1374

i375－1379

1380－1384

1385－1389

1390－1394

1395－1399

1400－1404

1405－1409

1410－1414

1415－1419

1420－1424

14．P．5－1429

1430－1434

1435－1439

1440－1444

1445－1449

1450－1454

1455－1456

合．　計計
i67　i　47　1　66　lie4　i　s　137g

　
元
代
の
寸
寸
で
は
中
才
子
が
中
心
と

な
っ
た
紗
遣
い
が
一
般
的
で
あ
り
、
「
元

末
の
反
乱
」
を
経
た
明
朝
極
初
に
お
い

て
は
鋤
遣
い
は
少
数
派
と
な
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

銀
遣
い
が
台
頭
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向

は
明
朝
の
宝
船
発
行
前
後
の
時
期
ま
で

続
く
よ
う
で
、
発
行
後
は
「
大
明
宝
紗
」

を
中
心
と
し
た
紗
遣
い
が
主
流
と
な
る
。

た
だ
、
地
域
に
よ
っ
て
は
洪
武
末
～
永

楽
初
年
に
か
け
て
紗
法
の
動
揺
が
み
ら

れ
、
そ
こ
で
は
稲
穀
や
銀
が
主
に
交
換
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手
段
と
な
っ
て
い
た
。
最
終
的
に
、
徽
州
の
土
地
売
契
か
ら
妙
遣
い
が
消
え
て
い
く
の
は
永
楽
宋
～
宣
徳
初
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、
紗

に
代
わ
っ
て
交
換
手
段
の
主
流
を
占
め
た
の
が
布
鼎
（
他
に
道
話
も
）
の
類
で
あ
っ
た
。
正
統
中
期
以
降
、
地
域
的
な
偏
差
を
帯
び
つ
つ
も
、
地

謡
に
お
い
て
は
銀
遣
い
が
優
勢
と
な
っ
て
い
く
。
ご
く
大
雑
把
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
呂
州
の
貨
幣
動
向
は
総
括
で
き
る
。
粉
末
明
初
期

の
徽
州
に
お
け
る
貨
幣
流
通
の
変
遷
は
、
紗
遣
い
↓
銀
遣
い
↓
紗
遣
い
↓
布
酪
遣
い
（
休
寧
で
は
稲
穀
遣
い
も
）
↓
銀
遣
い
、
と
い
う
経
過
を
辿
っ

て
い
た
。

　
以
上
三
節
に
わ
た
っ
て
、
元
末
明
初
期
に
お
け
る
徽
州
の
土
地
売
契
か
ら
窺
わ
れ
る
貨
幣
流
通
の
変
遷
を
概
観
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ

こ
で
得
ら
れ
た
結
果
は
必
ず
し
も
盗
塁
に
お
け
る
貨
幣
流
通
の
全
局
面
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
土
地
出
窓
か
ら
妙
遣
い
が
消
え

た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
当
地
か
ら
紗
遣
い
が
完
全
に
駆
逐
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
土
地
売
買
の
よ
う
な
高

額
取
引
以
外
の
局
面
、
即
ち
日
用
品
な
ど
の
売
買
が
行
わ
れ
る
小
額
取
引
の
揚
合
に
は
、
そ
の
価
値
を
頗
る
低
め
た
妙
が
行
使
さ
れ
る
こ
と

が
、
或
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
土
地
取
引
が
砂
遣
い
で
あ
っ
た
時
で
も
、
小
額
取
引
に
お
い
て
は
別
の
価
値

物
（
銅
銭
そ
の
他
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
取
り
扱
っ
た
土
地
売
繋
の
取
引
は
基
本
的
に
同
一

県
内
で
の
も
の
で
あ
り
、
県
外
の
も
の
が
あ
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
徽
州
府
内
の
県
に
限
ら
れ
る
。
南
京
や
杭
州
な
ど
と
い
っ
た
遠
隔
地
と
の
取
引

に
用
い
ら
れ
た
決
済
手
段
が
、
果
た
し
て
土
地
売
契
に
み
ら
れ
る
貨
幣
と
ど
の
程
度
一
致
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ

⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
。
紗
遣
い
が
一
般
的
で
あ
っ
た
永
楽
年
閥
ま
で
は
、
紗
が
そ
う
し
た
地
域
間
の
決
済
手
段
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
妾
地
で
布
畠
遣
い
が

一
般
化
す
る
宣
徳
以
後
で
は
、
い
か
な
る
価
値
物
が
他
地
域
と
の
決
済
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残

る
。　

こ
の
よ
う
に
、
当
地
の
土
地
売
契
か
ら
窺
い
え
る
貨
幣
流
通
は
、
高
額
取
引
に
お
け
る
使
用
貨
幣
の
状
況
を
、
し
か
も
休
寧
、
郡
門
と
い
っ

た
限
ら
れ
た
空
間
内
で
完
結
す
る
取
引
で
の
そ
れ
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
、
そ
う
は
い
っ
て
も
こ
の
局
面
が
、
徽
州
と
い
う
へ
地
域
内
に

お
け
る
紗
流
通
の
最
も
主
要
な
局
面
を
な
す
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
当
時
の
妙
流
通
の
動
向
（
ひ
い
て
は
貨
幣
流
通
の
動
向
）
を
窺
う
上
で
の
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貴
重
な
デ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
徽
州
に
お
け
る
貨
幣
流
通
は
、
ど
の
程
度
当
時
の
一
般
的
な
貨
幣
流
通
の
動
向

を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
こ
と
が
、
本
章
で
得
た
諸
結
果
の
性
質
を
よ
り
明
確
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ

、
つ
。

元末開初期における徽州府下の貨幣動向（大田）

③
徽
州
の
地
理
的
経
済
的
環
境
に
つ
い
て
は
、
葉
顕
恩
二
九
八
三
〕
の
第
一
章

　
「
徽
州
的
歴
史
地
理
」
、
斯
波
〔
一
九
七
二
〕
等
に
ま
と
ま
っ
た
解
説
が
あ
り
、
本

　
稿
で
も
．
こ
れ
ら
の
研
究
を
参
照
し
た
。

②
斯
波
〔
一
九
七
二
〕
参
照
。

③
藤
井
〔
一
九
五
三
〕
参
照
。

④
　
元
末
明
初
期
の
鋤
…
州
学
派
に
つ
い
て
は
、
馬
淵
〔
一
九
九
一
筍
参
照
。

⑤
　
当
地
に
お
け
る
宗
族
結
合
の
概
況
に
つ
い
て
は
、
N
璋
巳
。
ユ
無
〔
一
九
八
一
〕

　
参
照
。

⑥
斯
波
〔
一
九
七
二
〕
に
よ
れ
ば
、
徽
州
は
主
穀
以
外
の
山
村
的
産
業
を
育
成
し
、

　
そ
の
主
産
地
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
当
地
か
ら
宋
一

　
代
を
通
じ
て
六
二
三
人
も
の
科
挙
登
第
者
を
出
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
経
済
的
発

　
展
を
そ
の
背
景
と
し
て
可
能
だ
っ
た
と
い
う
。
徽
州
に
お
け
る
地
域
開
発
の
進
展

　
と
そ
の
成
熱
は
、
既
に
罪
代
に
お
い
て
か
な
り
の
程
度
進
ん
で
い
た
よ
う
で
あ

　
る
。

⑦
『
資
料
叢
編
』
一
・
二
輯
、
『
徽
州
契
約
隔
を
通
じ
て
、
所
属
県
不
明
の
土
地
売

　
契
は
、
実
際
に
は
六
五
件
み
ら
れ
る
。
た
だ
、
売
契
内
に
み
ら
れ
る
取
引
者
名
や

　
そ
の
所
属
地
な
ど
を
他
の
売
却
と
照
合
し
て
、
そ
の
所
属
県
名
が
判
明
す
る
も
の

　
も
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
が
六
五
件
の
中
、
三
四
件
あ
り
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ

　
れ
休
寧
、
祁
門
の
墨
描
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。

③
　
こ
の
稲
穀
遣
い
六
件
の
う
ち
四
件
は
、
土
地
価
格
が
紗
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
、

　
実
際
の
支
払
い
に
お
い
て
は
稲
穀
が
使
用
さ
れ
た
、
と
い
う
票
例
で
あ
る
。

⑨
劉
・
張
〔
一
九
八
三
〕
一
三
二
頁
。

⑩
た
だ
、
こ
の
二
〇
難
中
、
’
『
資
料
負
心
鴫
一
輯
で
遼
寧
県
所
属
に
分
類
さ
れ
て

　
い
る
二
つ
の
土
地
手
量
（
「
休
登
口
狂
女
二
目
田
赤
契
」
二
”
一
六
入
〇
四
、
「
休

　
寧
県
謝
仕
栄
売
田
赤
契
」
二
韓
一
六
八
○
照
）
は
、
人
名
や
所
属
都
名
か
ら
判
断

　
す
る
と
、
或
い
は
那
門
県
所
属
の
も
の
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
十

　
分
確
定
し
得
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
『
資
料
叢
編
隔
一
輯
の
分
類
に
従
っ
て
お
く
。

⑪
　
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
土
地
取
引
は
、
市
揚
や
商
人
に
媒
介
さ
れ
な
い
性
質
の
も

　
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
そ
こ
で
み
ら
れ
る
交
換
手
段
の
変
化
の
傾
向
が
、
市
場

　
や
商
人
を
介
す
る
商
品
取
引
の
場
合
の
変
化
と
ど
の
程
度
一
致
す
る
の
か
と
い
う

　
点
に
つ
い
て
触
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
史
料
の
不
足
な
ど
に

　
よ
っ
て
、
現
在
こ
の
問
題
に
十
分
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
土
地
取
引

　
で
の
貨
幣
と
そ
れ
以
外
の
場
面
で
行
使
さ
れ
る
貨
幣
と
が
一
致
す
る
傾
向
に
あ
っ

　
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
得
る
痕
跡
は
、
二
、
三
見
出
し
得
る
。
た
と
え
ば
、
圧
汝
嘉

　
・
生
名
な
る
兄
弟
の
間
で
魚
池
交
換
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
永
楽
元
年
五
月
二
六

　
日
の
合
同
文
書
の
一
節
に
は
、
「
今
従
対
換
之
後
、
各
人
従
便
修
理
供
養
、
井
出

　
両
意
惰
悠
、
各
不
許
悔
異
。
如
先
聾
者
、
甘
罰
粕
穀
弐
拾
秤
、
与
不
梅
醤
用
、
鋤

　
依
斑
文
為
照
。
」
〈
「
休
寧
県
狂
汝
嘉
・
注
盛
名
対
換
魚
池
文
書
」
『
資
料
胚
軸
』
一

　
輯
、
四
六
三
頁
〉
と
あ
っ
て
、
違
約
者
は
¶
粘
穀
」
を
罰
金
と
し
て
支
払
う
こ
と

　
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
永
楽
二
年
＝
月
七
日
に
注
汝
嘉
等
四
兄
弟
が
根
続

　
地
段
の
境
界
取
決
め
の
た
め
に
作
成
し
た
文
書
〈
「
休
寧
県
口
論
嘉
等
分
最
合
岡
」

　
（
二
u
一
六
七
六
八
）
『
資
料
叢
編
隔
一
輯
、
五
六
二
頁
〉
に
も
、
罰
金
「
細
稲
一

　
百
秤
」
を
違
約
時
に
支
払
う
こ
と
が
約
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
み
て
、

　
永
楽
初
年
に
は
、
稲
穀
が
休
寧
の
一
般
的
な
貨
幣
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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こ
れ
は
、
当
該
期
の
売
契
に
み
ら
れ
る
主
要
な
交
換
手
段
が
三
面
で
あ
っ
た
と
い

　
う
察
実
と
符
合
す
る
（
休
寧
で
は
、
建
文
年
間
に
み
ら
れ
た
銀
遣
い
は
永
楽
元
年

　
以
降
み
ら
れ
な
く
な
り
、
以
後
紗
遣
い
に
復
帰
す
る
ま
で
の
一
一
、
三
年
の
闘
、
穣

　
穀
遣
い
が
行
わ
れ
て
い
た
）
。
こ
の
他
、
永
楽
一
〇
年
孟
月
二
九
日
の
　
売
山
地
赤

　
契
に
は
、
「
今
将
前
項
四
至
内
山
地
、
単
数
立
契
、
売
与
拾
主
都
督
虎
名
下
為
業
、

面
議
時
価
調
布
参
匹
。
…
…
自
成
交
之
後
、
二
暴
露
無
言
悔
。
如
先
頭
者
、
甘
罰

　
影
堂
弐
拾
貫
、
与
三
盛
人
皇
。
」
〈
「
休
寧
県
胡
子
華
等
売
山
亭
契
」
（
一
一
万
一
六
八

　
〇
四
）
『
資
料
叢
編
』
一
輯
、
一
二
〇
八
頁
〉
と
あ
り
、
山
地
売
買
の
際
に
は
［
大

　
布
参
匹
」
が
支
払
わ
れ
て
い
た
が
、
違
約
聴
の
罰
金
と
し
て
支
払
い
を
指
定
さ
れ

　
て
い
た
も
の
は
、
「
宝
紗
弐
拾
貫
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
契
約
書
が
作
成
さ
れ
た
永

　
楽
一
〇
年
ご
ろ
は
、
休
寧
の
土
地
売
契
で
鋤
遣
い
が
再
び
優
勢
と
な
っ
て
い
た
時

　
期
に
あ
た
る
。
当
事
例
は
土
地
売
契
内
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
さ
き
の
合

　
岡
文
霞
の
事
例
と
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
土
地
取
引
以
外
の
局
面
で
も
、
土

地
売
貿
時
に
行
使
さ
れ
た
貨
幣
と
同
一
の
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高

　
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑫
　
劉
・
張
〔
一
九
八
三
〕
で
は
、
「
明
代
徽
州
田
契
内
容
簡
表
」
中
に
朝
雲
契
の
毎

　
畝
当
た
り
の
価
格
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
の
数
値
に
よ
っ
た
。
な
お
、

　
開
代
徽
州
の
田
価
に
つ
い
て
は
、
彰
超
〔
一
九
八
八
〕
な
ど
も
参
照
。

⑬
　
劉
・
張
〔
一
九
八
三
〕
に
よ
れ
ば
、
洪
武
宋
～
永
楽
期
の
銀
建
て
・
穀
建
て
の

　
田
価
は
、
だ
い
た
い
畝
当
た
り
銀
約
一
両
、
穀
一
七
秤
前
後
で
推
移
し
て
い
た
と

　
い
う
。
な
お
、
「
秤
」
と
は
徽
州
独
特
の
計
量
単
位
の
こ
と
で
、
穀
一
秤
は
重
さ

　
雨
傘
〇
斤
前
後
で
あ
る
。

⑭
た
だ
し
藁
成
顕
〔
一
九
九
〇
〕
で
は
、
永
楽
一
八
年
以
前
の
暴
悪
当
た
り
の
地
価

　
平
均
を
紗
一
五
貫
、
同
士
〇
年
以
後
の
そ
れ
を
妙
一
〇
六
貫
と
推
計
し
て
お
り
、

　
郡
門
で
も
妙
価
値
の
著
し
い
下
落
は
確
認
で
き
る
。

⑮
土
地
売
屋
以
外
か
ら
も
こ
の
傾
向
は
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
敏
県
『
潭
渡
黄
氏

　
齢
族
澱
嘱
』
（
雍
正
九
年
序
）
巻
六
・
洞
祀
「
元
歪
正
己
丑
長
髪
社
法
公
立
礼
堂
旧
社
轟
座

土
碑
記
」
の
一
節
に
は
、

　
　
　
一
、
釜
元
盗
心
年
（
殴
年
・
＝
一
　
三
八
）
、
単
価
銀
三
十
両
、
買
到
余
響
秀
、

　
　
　
　
空
字
四
否
三
十
五
号
、
二
十
歩
…
…
。

　
　
　
　
、
歪
元
〔
正
〕
九
年
巴
丑
三
月
、
矯
価
銭
一
十
｝
錠
、
買
到
黄
智
、
空
字

　
　
　
　
四
百
二
十
八
号
、
沙
田
三
十
歩
・
沙
地
一
書
一
角
…
…
。

　
　
右
前
項
産
土
、
係
元
来
老
雪
止
用
累
年
厳
儀
三
余
銭
、
井
売
文
社
内
懸
銭
、
共

　
　
買
前
口
産
土
、
入
社
内
収
租
輸
納
二
税
外
、
有
余
銭
、
並
係
社
内
雑
支
公
用
…

　
　
…
儀
有
新
来
痴
人
、
須
要
出
二
半
錠
、
入
社
公
朋
、
方
許
入
社
。
同
衆
承
管
。

　
　
無
紗
並
不
許
幾
分
。
冊
得
違
約
争
論
…
…
。

　
と
あ
り
、
後
至
元
賜
年
に
は
銀
を
も
っ
て
不
動
産
が
購
入
さ
れ
て
お
り
、
至
正
九

　
年
蒔
点
で
は
妙
に
よ
っ
て
不
動
産
が
購
入
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
祭
礼
組
織
で

　
あ
る
長
郷
社
の
新
規
参
入
者
が
支
払
う
べ
き
入
会
金
は
、
「
紗
半
錠
」
と
規
定
さ
れ

　
て
い
た
。
元
朝
末
期
の
至
正
九
年
当
時
、
敷
県
に
お
い
て
は
や
は
り
紗
が
主
要
な

　
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
さ
き
に
み
た
元
朝
末
期
の
土
地

　
売
契
に
お
け
る
傾
向
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

⑯
元
朝
末
期
以
降
の
紗
遣
い
か
ら
銀
遣
い
へ
の
変
化
と
い
う
現
象
は
、
ご
く
少
数

　
で
は
あ
る
が
、
他
の
地
方
で
も
確
認
し
得
る
。
た
と
え
ば
、
施
一
揆
〔
一
九
五
七
〕

　
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
円
建
晋
江
県
の
元
代
土
地
売
契
を
み
る
と
、
至
元
二
年
二

　
三
三
六
）
十
月
の
土
地
取
引
に
お
い
て
は
「
学
統
宝
紗
六
十
錠
」
が
そ
の
対
価
と

　
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
至
正
二
六
年
（
一
一
二
六
六
）
八
月
、
二
七

　
年
（
一
三
六
七
）
二
月
の
二
度
の
土
地
取
引
に
は
、
各
々
「
花
銀
九
十
両
璽
」
、
「
花

　
銀
六
十
両
重
」
が
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
売
契
に
つ

　
い
て
は
、
愛
宕
〔
一
九
五
九
〕
も
参
照
。

⑰
た
と
え
ば
、
交
紗
が
流
通
し
な
く
な
っ
た
後
、
そ
れ
以
前
の
交
紗
専
一
流
通
の

　
状
態
か
ら
、
通
貨
が
地
域
内
の
通
貨
（
1
1
銅
銭
）
と
遠
隔
地
間
の
決
済
手
段
（
n
金

　
銀
）
へ
と
分
離
し
た
元
朝
末
期
（
至
正
～
八
年
ご
ろ
）
漸
江
地
方
の
次
の
よ
う
な

　
蕪
態
を
想
起
さ
れ
た
い
。
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故
自
変
法
（
至
正
一
〇
年
の
幣
制
改
輩
）
以
来
、
民
間
或
争
用
中
毒
、
或
純
用
歪

　
一
7
5
、
好
悪
不
常
、
以
及
近
時
、
又
皆
絶
不
用
二
紗
、
蒲
惟
銭
之
竪
笛
。
而
又
京

　
師
鼓
鋳
尋
廃
。
所
鋳
銭
流
布
不
詳
広
。
於
是
轟
聞
所
用
・
考
、
悉
無
代
旧
銭
莫
。

　
…
…
且
今
公
私
貿
易
、
苦
干
鋸
惣
髪
不
可
説
遠
、
潔
皆
挾
黒
金
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
鴎
．
王
緯
「
泉
貨
議
」
〉

紗
が
本
絡
的
に
凋
落
し
出
し
た
宣
徳
年
間
以
降
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
事
態
が
進

　
行
ず
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
か
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
実
情
は
知

　
り
得
な
い
。

⑱
　
宝
鋤
が
遠
隔
地
間
の
決
済
手
段
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
出
さ
れ
た
こ
と
は
、

　
大
開
宝
紗
発
行
の
記
事
（
『
明
太
裾
実
録
』
洪
武
八
年
三
月
蝕
酉
朔
の
条
）
に
明
記

　
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
　
同
時
代
史
料
と
の
対
照

元末囲初期における徽州府下の貨幣動向（大田）

　
ま
ず
、
洪
武
末
～
正
統
初
年
ま
で
の
鈴
法
を
中
心
と
し
た
貨
幣
動
向
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
、
主
と
し
て
『
明
実
録
』
（
以
下
『
実
録
』
と
称
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
よ
り
な
が
ら
簡
単
に
概
観
し
て
み
る
。

　
　
洪
武
二
三
年
（
　
三
九
〇
）
一
〇
月
“
両
瀬
布
民
、
妙
一
貫
を
銭
二
五
〇
文
で
免
換
す
。
銭
制
を
更
溢
し
、
紗
　
貫
1
1
銭
千
文
の
レ
…
ト
を
改
め
て
厳
命
。

　
　
洪
武
二
四
年
（
コ
ニ
九
一
）
八
月
…
新
紗
と
旧
妙
を
等
価
値
で
通
周
さ
せ
る
こ
と
を
厳
命
。

　
　
留
置
二
七
年
（
　
三
九
四
）
八
月
…
鋼
重
・
福
建
・
爾
広
・
江
西
の
地
で
は
紗
一
貫
が
銭
一
六
〇
文
で
交
換
さ
れ
る
。
物
緬
騰
貴
・
紗
法
意
滞
の
原
因
と
な

　
　
　
　
　
る
た
め
、
銅
銭
使
用
を
禁
止
。

　
　
洪
武
三
〇
年
（
～
三
九
七
）
笙
月
”
杭
州
諸
軍
の
商
人
、
金
銀
を
以
て
値
を
定
め
て
藩
法
を
阻
滞
す
る
た
め
、
罠
間
で
の
金
銀
に
よ
る
交
易
を
禁
止
。

　
　
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
四
月
”
金
銀
に
よ
る
交
易
の
禁
止
を
命
ず
。

　
　
永
楽
二
年
（
一
四
〇
四
）
七
月
”
妙
法
不
通
の
た
め
、
全
国
に
戸
口
食
塩
法
の
実
施
を
命
ず
。

　
　
永
楽
七
年
（
一
四
〇
九
）
閏
四
月
“
北
京
宝
鈎
提
挙
司
を
設
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
永
楽
一
〇
年
（
一
四
一
ご
）
七
月
”
永
楽
通
宝
を
鋳
造
。

　
　
永
楽
一
七
年
（
～
四
一
九
）
四
月
…
「
交
易
金
銀
の
禁
」
を
申
厳
す
。

　
永
楽
二
〇
年
（
一
四
二
二
）
九
月
”
民
間
で
は
新
妙
の
み
が
通
行
し
、
隔
妙
は
用
い
ら
れ
ず
、
物
価
騰
貴
を
致
し
、
新
・
二
士
の
等
価
通
用
を
厳
命
。
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永
楽
ニ
ニ
年
（
一
四
二
四
）
九
月
…
妙
法
不
通
の
改
善
の
た
め
、
「
用
妙
中
塩
出
例
」
を
定
む
。

　
　
同
年
一
〇
月
…
妙
法
不
通
の
た
め
、
答
・
杖
罪
は
納
妙
贋
罪
す
。

　
　
同
年
一
二
月
“
妙
法
の
不
通
状
態
が
つ
づ
き
、
官
民
に
そ
の
改
善
策
の
上
書
を
求
む
。

洪
熈
元
年
（
一
四
二
五
）
正
月
”
米
価
騰
貴
の
た
め
、
俸
給
の
換
算
レ
ー
ト
を
手
爪
二
貫
五
〇
〇
文
か
ら
二
五
貫
に
変
更
。

　
　
同
年
正
月
”
市
躁
門
撫
課
程
額
を
増
し
て
収
妙
を
図
り
、
ま
た
金
銀
露
虫
で
の
交
易
を
禁
止
。

　
　
同
年
四
月
輌
行
在
都
察
院
に
命
じ
、
紗
法
を
厳
し
く
す
。

寛
徳
元
年
（
一
四
二
六
）
三
月
“
五
開
衛
吏
龍
淵
、
布
上
米
変
で
の
交
易
禁
止
を
請
う
も
、
却
下
さ
る
。

　
　
同
年
七
月
“
民
間
の
交
易
で
は
た
だ
金
銀
の
み
が
用
い
ら
れ
、
朝
廷
こ
れ
を
厳
禁
す
。

宣
徳
三
年
（
一
四
二
八
）
六
月
”
妙
法
阻
滞
者
に
対
し
て
罰
紗
を
課
す
。

　
　
同
年
六
月
…
新
砂
の
製
造
を
中
止
。

宣
徳
四
年
（
一
四
二
九
）
正
月
n
各
城
市
の
諸
色
店
騨
門
擁
課
妙
額
を
五
倍
す
。

　
　
同
年
六
月
“
巨
商
富
毘
ら
、
交
易
時
に
金
銀
を
要
求
し
、
紗
法
を
阻
劃
す
。

　
　
同
年
六
月
”
場
坊
等
項
納
妙
例
を
定
む
。

宣
徳
五
年
（
一
四
三
〇
）
正
月
…
鋤
法
阻
滞
の
故
、
応
天
府
市
民
に
毎
月
門
難
妙
五
〇
〇
貫
を
課
す
。

宣
徳
六
年
（
一
四
三
一
）
三
月
”
北
京
で
は
妙
法
や
や
通
じ
、
官
斑
の
疏
地
等
の
税
妙
を
半
減
。

宣
徳
七
年
（
一
四
三
二
）
三
月
”
妙
法
通
じ
、
南
北
二
尊
を
除
き
、
妙
法
阻
晒
者
の
罰
紗
を
減
免
。

宣
徳
八
年
（
一
四
三
三
）
六
月
…
内
外
の
妙
法
す
こ
ぶ
る
通
じ
、
舟
車
等
項
課
紗
、
三
分
の
一
減
免
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
岡
年
一
〇
月
”
南
京
・
漸
江
・
江
西
・
福
建
・
広
策
等
で
宣
徳
通
宝
の
鋳
造
開
始
。

宣
徳
一
〇
年
（
一
四
三
五
）
一
二
月
”
広
西
・
広
東
、
交
易
で
の
銅
銭
使
用
を
許
さ
る
。

正
統
元
年
（
一
四
三
六
）
八
月
鱒
江
爾
折
糧
銀
の
施
行
を
命
ず
。
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正
統
三
年
（
一
四
三
八
）
八
月
”
妙
法
既
に
通
じ
、
京
誠
外
菜
地
税
紗
を
止
む
。

　
正
統
四
年
（
一
四
三
九
）
六
月
”
妙
流
通
の
た
め
、
塩
紗
、
場
房
・
車
両
妙
貫
を
半
減
す
。

　
周
知
の
通
り
、
洪
武
二
〇
年
代
後
半
か
ら
次
第
に
藩
法
阻
滞
を
示
す
記
事
が
目
立
ち
始
め
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
紗
法
を
阻
滞
す
る
銅
銭
の

行
使
が
禁
止
さ
れ
、
妙
専
用
の
幣
舗
が
敷
か
れ
る
。
つ
い
で
金
銀
の
行
使
が
顕
著
と
な
っ
た
た
め
、
再
度
そ
の
使
用
禁
止
が
通
達
さ
れ
る
。
許

文
年
聞
に
は
『
実
録
』
が
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
の
間
の
動
向
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
「
靖
難
の
変
」
終
了
直
後
の
永
楽
元
年
四
月

に
は
金
銀
で
の
交
易
の
禁
止
が
厳
命
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
る
と
、
洪
武
末
年
以
降
の
傾
向
は
永
楽
初
年
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
永
楽
二
年
七
月
庚
寅
の
戸
口
食
塩
法
施
行
の
記
事
か
ら
、
永
楽
一
七
年
四
月
壬
寅
に
「
交
易
金
銀
之
禁
」
の
厳
守
が
命
じ
ら
れ
る
ま
で
の
間
、

『
実
録
』
に
紗
法
の
不
振
を
示
す
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
前
後
の
時
期
に
『
実
録
』
中
で
書
法
阻
滞
を
伝
え
る
記
事
が
国
に
つ
く
の
と

比
較
す
る
な
ら
ば
、
永
楽
初
～
末
年
に
か
け
て
の
こ
の
時
期
は
、
紗
法
の
相
対
的
安
定
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
間
、
紗

が
一
貫
し
て
安
定
的
に
行
使
さ
れ
て
い
た
と
い
う
訳
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
王
冠
端
公
文
集
』
巻
二
九
「
兵
部
尚
書
贈
三
保

鄭
公
神
道
碑
」
に
よ
る
と
、

　
永
楽
癸
巳
（
＝
年
）
、
（
邸
埜
）
監
察
御
史
を
拝
す
。
時
に
車
駕
、
北
京
に
在
り
、
南
京
の
釣
法
認
駕
す
と
雷
う
も
の
有
り
、
公
に
命
じ
て
往
き
て
之
を
察

　
さ
し
む
。
衆
、
将
に
大
獄
を
起
こ
さ
ん
と
す
と
謂
う
。
公
、
往
き
て
土
豪
～
二
を
這
え
て
以
て
帰
り
、
奏
し
て
隣
く
、
市
人
令
を
聞
き
、
皆
な
震
催
す
。

　
今
、
妙
法
已
に
通
ず
、
と
。
上
、
之
に
頷
き
て
罷
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
永
楽
一
一
年
ご
ろ
の
爾
京
で
は
妙
法
阻
滞
の
状
態
が
み
ら
れ
、
監
察
御
史
で
あ
る
邸
埜
が
そ
の
視
察
の
た
め
に
南
京
へ
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
史
料
か
ら
、
当
時
の
紗
流
通
に
は
そ
れ
な
り
の
曲
折
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
永
楽
二
〇
年
以
降
に
な
る
と
、
蝕
法
阻
滞
を
伝
え
る
記
事
が
貝
立
っ
て
増
え
始
め
る
。
そ
し
て
、
永
楽
帝
に
代
わ
っ
て
洪
熈
帝
が
即
位
す
る

と
、
妙
法
の
不
振
が
俄
然
問
題
視
さ
れ
て
く
る
。
門
擁
課
紗
の
増
額
、
答
杖
罪
の
熱
熱
贈
罪
二
等
の
政
策
を
積
極
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
多
額
の
妙
を
国
家
に
回
収
し
て
紗
の
価
値
を
高
め
る
と
と
も
に
、
民
間
で
の
流
通
促
進
が
図
ら
れ
る
。
つ
づ
く
宣
徳
帝
も
引
き
続
き
、
紗

法
挽
回
策
を
大
々
的
に
展
開
し
て
い
く
。
当
時
の
妙
法
不
振
と
い
う
事
態
は
、
洪
武
八
年
の
宝
紗
発
行
以
来
絶
え
て
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
甚

だ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
で
は
、
こ
の
時
期
以
降
、
民
問
で
の
銀
遣
い
が
妙
遣
い
を
駆
逐
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

意
味
で
洪
熈
・
宣
徳
期
は
、
明
朝
貨
幣
史
の
一
大
過
渡
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
宣
徳
六
年
以
降
、
砂
法
不
通
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
事
態
に
や
や
変
化
が
み
ら
れ
る
。
宣
徳
七
、
八
年
に
は
紗
の
円
滑
な
流
通
の

ゆ
え
、
各
種
風
骨
額
の
減
免
す
ら
行
わ
れ
始
め
る
。
正
統
元
年
の
江
南
折
糧
銀
開
始
を
は
さ
み
、
正
統
四
年
ご
ろ
で
も
依
然
と
し
て
紗
流
通
と

そ
れ
に
伴
う
課
妙
額
減
免
の
記
事
を
見
出
せ
る
。
し
か
し
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
砂
流
通
と
い
う
事
態
は
必
ず
し
も
砂
自
身
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

価
値
の
上
昇
を
伴
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
正
統
元
年
に
は
、
銀
一
両
巨
妙
千
貫
の
レ
ー
ト
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
洪
武
年
間
と
比
較
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
価
値
下
落
を
嘆
か
れ
て
い
た
。
こ
の
時
に
紗
が
流
通
し
た
と
い
っ
て
も
、
以
前
の
よ
う
に
高
い
価
値
を
も
っ
た
貨
幣
と
し
て
社
会
で
通
用
し

た
訳
で
は
な
い
。

　
以
上
、
洪
武
末
年
か
ら
江
爾
画
聖
銀
が
実
施
さ
れ
る
正
統
元
年
前
後
ま
で
の
貨
幣
動
向
を
振
り
返
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
洪
武
末
～
永
楽
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

年
の
紗
法
の
動
揺
期
、
永
楽
中
の
鋤
〃
法
回
復
期
、
永
楽
末
～
宣
徳
初
年
の
砂
法
の
壊
滅
期
、
宣
徳
末
～
正
統
年
間
の
小
康
期
、
そ
し
て
こ
れ
ら

の
時
期
を
貫
い
て
進
行
し
た
紗
価
値
の
下
落
、
と
い
っ
た
具
合
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
、
前
章
で
み
た
徽
州
府
の
貨
幣
動
向
と
対
比
し
て

み
る
と
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
豊
州
に
お
け
る
妙
の
使
用
状
況
と
『
実
録
』
よ
り
看
取
さ
れ
る
砂
法
の
動
向
と
の
一
致
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

永
楽
年
間
ま
で
の
状
況
は
、
休
寧
の
貨
幣
動
向
と
符
合
す
る
点
が
多
い
。
当
地
で
は
洪
武
二
九
年
こ
ろ
か
ら
、
土
地
代
価
の
稲
穀
類
に
よ
る
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

払
い
の
例
が
徐
々
に
増
え
始
め
、
建
文
年
間
に
は
銀
に
よ
る
支
払
い
が
優
勢
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
妙
法
の
不
振
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
休
寧
で
の
銀
遣
い
は
、
洪
武
三
五
年
（
1
1
平
文
四
年
）
一
〇
月
二
〇
日
の
日
付
を
も
つ
土
地
売
契
を
最
後
に
忽
然
と
姿
を
消
し
、
年
号
が

永
楽
と
改
ま
っ
て
以
降
は
稲
上
遣
い
一
辺
倒
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
変
化
は
、
永
楽
一
7
5
年
四
月
丙
寅
の
金
銀
に
よ
る
交
易
厳
禁
の
布
告
な
ど

に
示
さ
れ
る
、
当
時
の
貨
幣
状
況
に
対
す
る
明
朝
政
府
側
の
規
糊
が
、
休
寧
に
お
け
る
貨
幣
動
向
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
故
で
あ
る
と
考
え
る
の
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が
ひ
と
ま
ず
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
既
述
の
よ
う
に
、
そ
の
価
値
を
急
落
さ
せ
な
が
ら
も
、
休
寧
で
は
永
楽
三
年
こ
ろ
か
ら
紗
法
が
持
ち
直
し
、
あ
る
程
度
紗
遣
い
が
再
展
開
し

始
め
る
。
そ
し
て
、
紗
法
挽
回
の
た
め
に
全
国
規
模
で
施
行
さ
れ
た
戸
口
食
塩
泉
の
開
始
は
、
実
に
永
楽
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

事
実
は
、
芦
口
食
塩
法
の
実
施
と
休
寧
の
動
向
と
の
問
に
、
何
ら
か
の
因
果
関
係
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
こ
れ
ま
で
戸

口
食
塩
法
に
つ
い
て
は
、
場
所
に
よ
っ
て
は
当
初
か
ら
農
民
に
米
納
を
許
し
て
い
た
こ
と
や
、
そ
の
制
定
以
降
も
開
中
法
が
相
変
わ
ら
ず
実
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
て
い
た
点
な
ど
か
ら
、
「
紗
流
通
政
策
と
し
て
は
甚
だ
微
弱
な
方
法
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
評
価
さ
れ
る
む
き
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
休

寧
の
紗
遣
い
の
復
活
と
い
う
事
態
は
、
こ
の
政
策
が
当
時
の
社
会
に
対
し
て
相
応
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ

⑫
る
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
永
楽
末
年
に
至
る
ま
で
の
時
期
が
と
り
あ
え
ず
鉛
法
の
相
対
的
安
定
期
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る
以
上
、
戸
口
食
塩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

法
の
実
施
に
代
表
さ
れ
る
永
楽
初
年
の
紗
法
挽
回
策
に
、
鈎
流
通
促
進
策
と
し
て
の
有
効
性
を
い
く
ら
か
で
も
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
洪
熈
～
宜
脚
半
に
お
け
る
著
し
い
紗
法
不
振
の
状
況
は
、
徽
州
で
も
同
様
に
み
て
取
れ
た
。
徽
州
の
土
地
売
契
か
ら
紗
遣
い
が
消

え
る
と
い
う
事
態
が
意
味
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
当
地
で
は
土
地
売
買
の
よ
う
な
高
額
取
引
の
局
面
に
お
い
て
紗
が
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
以
降
、
妾
地
で
鋤
が
そ
の
地
位
を
回
復
す
る
こ
と
は
二
度
と
な
か
っ
た
。
『
実
録
』
よ
り
確
認
で
き
る
動
向

（
特
に
宣
徳
後
期
か
ら
の
妙
流
通
と
い
う
現
象
）
を
、
こ
う
し
た
徽
州
で
の
動
向
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
こ
の
当
時
妙
の
流
通
が
み
ら
れ
た
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
が
重
弁
・
永
楽
年
間
の
よ
う
に
高
額
取
引
・
地
域
間
決
済
の
た
め
の
貨
幣
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
は
困
難
で
あ
る
。
洪
熈
・
宣
暴
発
に
宝
紗
は
、
そ
れ
以
前
に
有
し
て
い
た
地
位
を
失
っ
た
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
章
で
単
寧
・
那
門
の
貨
幣
動
向
の
相
違
に
触
れ
た
。
こ
う
し
た
相
違
が
生
ず
る
理
由
の
一
つ
に
、
弾
車
・
郡
門
両
県
の
置
か

れ
た
地
理
的
位
置
の
相
違
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
休
寧
は
新
安
江
を
通
じ
て
墨
東
地
方
の
三
州
、
さ
ら
に
は
杭
州
へ
と
通
じ
、
ま

た
北
上
し
て
道
を
取
れ
ば
寧
国
府
・
太
平
府
、
そ
し
て
南
京
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
寺
門
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
当
聴
の
先
進
地
域
で
あ
る

東
南
地
方
と
連
絡
を
取
り
易
い
位
置
に
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
う
し
た
地
域
の
貨
幣
動
向
に
よ
り
敏
感
な
地
点
に
、
休
寧
は
あ
っ
た
と
い
え
な
い

21 （505）



だ
ろ
う
か
。
さ
き
に
み
た
永
楽
年
間
ま
で
の
『
実
録
』
の
貨
幣
動
向
と
休
寧
の
そ
れ
と
の
間
に
み
ら
れ
る
親
和
性
は
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る

も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
他
方
、
郡
門
は
休
寧
よ
り
も
こ
れ
ら
の
地
方
と
連
絡
を
と
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
饒
州
府
な
ど
の
江

西
方
面
と
連
絡
し
や
す
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
全
て
が
説
明
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
が
、
谷
地
に
お
け
る
紗
行
使
状
況
の
相
違
に
前

記
の
条
件
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
徽
州
に
お
け
る
紗
法
の
動
向
は
、
『
実
録
』
の
示
す
一
般
的
趨
勢
と
か
な
り
の
相
関
性
を
も
っ
て
推
移
し
て
い
た
。
こ
の

こ
と
は
、
前
章
で
み
た
徽
州
の
貨
幣
流
通
の
状
況
が
当
時
の
貨
幣
動
向
を
理
解
す
る
上
で
の
有
力
な
手
掛
か
り
に
な
る
こ
と
を
、
改
め
て
確
認

さ
せ
て
く
れ
る
。
ま
た
、
土
地
売
契
か
ら
窺
わ
れ
る
徽
州
の
貨
幣
流
通
の
変
動
に
は
、
『
実
録
』
よ
り
確
認
で
き
る
動
向
を
参
照
し
て
始
め
て

理
解
で
き
る
点
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
た
だ
、
徽
州
の
窮
例
か
ら
み
る
と
、
そ
の
貨
幣
動
向
は
、
紗
法
の
不
振
と
そ
れ
に
伴
う
銀
遣
い
の
顕

著
化
、
こ
の
状
況
に
対
す
る
国
家
の
度
重
な
る
銀
使
用
禁
止
令
の
発
布
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
層
進
展
す
る
民
間
の
銀
遣
い
、
そ
し
て
最
終
的

な
妙
の
駆
逐
、
と
い
っ
た
『
実
録
』
等
の
史
料
か
ら
抽
出
さ
れ
て
き
た
通
説
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
幾
分
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
通
説
的

イ
メ
ー
ジ
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

③
　
拙
典
を
以
下
順
に
示
す
。
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
二
三
年
　
○
月
戊
辰
の
条
。

　
同
洪
武
二
四
年
八
月
辛
未
の
条
。
同
洪
武
二
七
年
八
月
丙
戌
の
条
。
陶
洪
武
三
〇

　
年
三
月
弔
子
の
条
。
瓢
『
朋
太
宗
実
録
』
永
楽
元
年
四
月
丙
寅
の
条
。
同
永
楽
二
年

　
七
月
庚
寅
の
条
。
同
永
楽
七
年
閏
凶
月
丁
卯
の
条
。
圃
永
楽
一
〇
年
七
月
甲
午
の

　
条
。
　
同
永
楽
一
七
年
・
四
月
壬
寅
の
条
。
同
永
楽
二
〇
年
九
月
己
巳
の
条
。
『
明
仁

　
宗
実
録
』
永
楽
二
一
一
年
九
月
癸
酉
の
条
。
同
永
楽
二
二
年
一
〇
月
里
並
の
条
。
同

　
永
楽
二
二
年
∴
二
月
辛
亥
の
条
。
問
洪
熈
元
年
正
月
丙
戌
の
条
。
同
洪
熈
元
年
正

　
月
庚
寅
の
〃
宋
。
　
漏
洪
熈
元
年
四
月
乙
巳
の
条
。
『
明
宣
宗
実
録
』
宣
徳
元
年
三
月

　
丁
巳
の
条
。
同
宣
徳
元
年
七
欝
癸
巳
の
条
。
岡
宣
徳
三
年
六
月
癸
卯
の
条
。
同
宜

　
徳
三
年
六
月
己
酉
の
条
。
同
宣
徳
四
年
正
B
乙
丑
の
条
。
同
宣
徳
四
年
六
月
庚
子

　
の
条
。
同
遅
穂
四
年
六
月
壬
寅
の
条
。
同
宣
徳
五
年
正
月
丙
寅
の
条
。
同
宣
徳
六

　
壷
漿
月
丁
卯
　
の
条
。
同
製
徳
七
年
三
月
庚
・
田
図
の
条
。
岡
宣
徳
八
年
・
六
月
己
酉
の

　
条
。
罰
宣
徳
八
年
一
〇
月
乙
亥
の
条
。
『
明
英
宗
実
録
口
宣
徳
一
〇
年
～
二
月
戊

　
午
の
条
。
同
正
統
元
年
八
月
庚
辰
の
条
。
同
正
統
三
年
八
月
戊
午
の
条
。
岡
正
統

　
四
年
六
月
戊
戌
の
条
。

②
永
楽
通
宝
の
鋳
造
開
始
時
期
は
、
永
楽
一
学
年
の
ほ
か
、
永
楽
六
年
、
永
楽
九

　
年
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
『
実
録
』
の
年
次
に
従
っ
た
。

　
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
曾
我
部
〔
一
九
五
三
〕
参
照
。

③
な
お
、
『
万
暦
大
明
会
典
』
巻
三
一
・
遺
法
も
参
照
。

④
た
だ
し
、
『
万
暦
大
明
遣
瀬
』
巻
三
一
・
紗
法
の
項
に
は
、

　
　
（
永
楽
）
八
年
令
、
内
外
税
課
司
局
・
河
愚
図
等
衙
門
該
収
課
程
紗
、
不
問
一

　
　
十
文
至
五
十
文
、
一
望
文
至
醇
蒼
文
、
皆
照
聖
母
。
其
買
売
行
使
、
亦
不
許
阻
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元末明初期における徽州府下の貨幣動向（大田）

　
　
滞
。

　
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
間
、
紗
芸
子
滞
を
問
接
的
に
示
す
史
料
な
ど
も
、
『
実
録
』

　
以
外
の
史
料
か
ら
ま
ま
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
　
た
と
え
ば
、
蜜
該
時
期
を
、
檀
上
寛
は
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

　
　
「
国
初
以
来
積
極
的
に
続
け
ら
れ
、
特
に
北
京
遷
都
後
の
洪
熈
・
宣
徳
朝
に
集

　
約
さ
れ
た
紗
流
通
策
は
、
南
の
銀
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
の

　
で
は
な
い
か
。
こ
の
の
ち
何
度
か
鋤
法
の
立
て
薩
し
が
図
ら
れ
た
が
、
い
つ
れ
も

　
洪
熈
・
宣
徳
朝
の
よ
う
な
積
極
性
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
当
然
の
こ
と
と
し
て
失
敗

　
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
一
五
世
紀
前
半
の
洪
熈
・
宣
徳
山
は
、
紗
経
済
確
立

　
を
目
指
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
敗
れ
、
や
む
な
く
銀
経
済
を
迫
撫
す
る
過
渡
期
、
あ

　
る
い
は
転
換
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
」
（
檀
上
〔
　
九
八
○
〕
八

　
七
頁
）

⑥
永
江
〔
一
九
六
ご
参
照
。

⑦
　
『
明
英
宗
実
録
勧
正
統
元
年
三
月
戊
子
の
条

　
　
少
保
兼
戸
部
尚
書
黄
福
雷
四
事
。
一
、
宝
紗
本
与
鋼
銭
多
雨
。
洪
武
聞
、
銀
一

　
　
両
羅
紗
三
五
貫
。
今
銀
一
両
、
当
紗
千
余
輩
。
勃
〃
法
之
壊
、
莫
馬
食
此
。
宜
量

　
　
出
昌
運
、
差
官
爵
南
北
二
京
・
各
司
府
州
人
煙
群
集
処
、
照
巳
時
直
、
倒
換
旧

　
　
妙
、
年
終
解
京
、
侯
醗
紗
面
部
、
然
後
前
出
新
繭
、
換
緩
解
京
…
…
従
之
。

⑧
先
述
の
よ
う
に
、
宣
孟
夏
年
ご
ろ
か
ら
『
実
録
』
に
紗
流
通
の
記
事
を
見
出
せ

　
る
が
、
こ
の
傾
向
は
正
統
一
二
年
ご
ろ
ま
で
つ
づ
き
、
紗
価
値
も
正
統
元
年
に
銀

　
一
両
薩
紗
千
貫
で
あ
っ
た
も
の
が
、
正
統
一
一
年
置
ろ
に
は
銀
｝
両
口
重
四
、
五

三
　
徽
州
に
お
け
る
貨
幣
動
向
の
含
意

　
○
○
貫
ま
で
に
そ
の
価
値
を
高
め
て
い
る
（
『
明
英
宗
実
録
』
正
統
　
一
年
正
月
辛

　
巳
の
条
）
。
そ
し
て
、
正
統
一
二
、
三
年
ご
ろ
か
ら
銅
銭
に
よ
る
妙
法
阻
滞
の
記
事

　
が
現
れ
始
め
る
。
な
お
、
正
統
末
以
降
の
賞
幣
動
向
に
つ
い
て
は
、
足
立
〔
一
九

　
八
九
〕
〔
一
九
九
〇
b
〕
に
詳
し
い
。

⑨
次
箪
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
銀
は
ま
ま
稲
穀
に
よ
っ
て
そ
の
価

　
値
が
表
示
さ
れ
る
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
銀
遣
い
よ
り
も
稲
穀
遣
い
の
方
が

　
休
寧
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。

⑩
戸
口
食
塩
法
に
つ
い
て
は
、
藤
井
〔
一
九
四
三
〕
参
照
。

⑪
永
江
〔
一
九
六
一
〕
六
二
八
頁
。

⑫
た
だ
、
徽
州
府
で
戸
口
食
壌
法
が
い
つ
ご
ろ
実
施
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ

　
る
。
弘
治
『
徽
州
府
志
浮
魚
三
・
食
貨
二
で
は
、
上
唇
一
八
年
（
一
四
八
一
一
）
以

　
降
そ
の
記
載
が
み
ら
れ
る
よ
に
な
る
。

⑬
戸
口
食
塩
法
の
ほ
か
、
洪
熈
・
宣
徳
期
と
陶
様
、
商
税
等
課
程
紗
・
税
糧
の
折

　
納
・
納
紗
に
よ
る
贈
罪
な
ど
も
、
政
府
へ
の
紗
回
収
策
の
一
製
品
し
て
当
然
利
用

　
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

⑭
ち
な
み
に
、
宣
徳
論
～
正
統
年
間
の
『
実
録
』
に
み
ら
れ
る
紗
流
通
の
記
事
に

　
つ
い
て
、
足
立
啓
二
は
「
宜
徳
～
景
泰
期
に
み
ら
れ
る
「
砂
既
通
行
」
「
紗
法
頗

　
通
」
の
記
述
は
、
市
場
で
の
流
通
と
は
別
の
、
国
家
的
支
払
い
上
に
お
け
る
安
定

　
的
な
収
放
の
実
現
に
関
す
る
表
現
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
時
的
に
紗
が
流
通

　
を
み
た
、
等
の
評
価
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
」
（
足
立
〔
一
九
八
九
〕
）
．
と
述
べ
て
、

　
市
場
に
お
け
る
紗
の
流
通
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
。

元
末
女
初
期
の
徽
州
で
は
ど
の
罪
な
轟
が
流
通
し
て
い
た
の
か
と
い
う
膿
を
・
当
時
の
一
葦
な
動
向
を
も
参
照
し
な
が
ら
・
れ
ま
で
働

追
跡
し
て
き
た
。
本
章
で
は
、
さ
き
に
確
認
で
き
た
諸
事
実
か
ら
、
当
時
の
貨
幣
動
向
の
ど
の
様
な
側
面
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
　
2
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初
歩
的
考
察
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
豊
州
の
貨
幣
流
通
は
通
説
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
や
や
趣
を
異
に
す
る
。
鉛
遣
い
（
休
寧
の
場
合
、
配
祀
・
銀
遣
い
↓
紗
遣

い
、
と
い
う
変
遷
が
加
わ
る
）
↓
布
酪
遣
い
↓
銀
遣
い
、
と
い
う
の
が
徽
州
に
お
け
る
大
ま
か
な
推
移
で
あ
っ
た
。
当
地
で
も
確
か
に
紗
価
の
低

落
、
宣
徳
年
間
前
後
に
お
け
る
高
額
取
引
で
の
鉛
遣
い
の
終
期
は
看
取
で
き
る
が
、
建
文
年
間
前
後
を
除
け
ば
、
正
統
四
～
七
年
ご
ろ
に
至
る

ま
で
あ
ま
り
銀
遣
い
は
姿
を
み
せ
な
い
。
し
か
も
建
文
年
間
の
銀
遣
い
は
、
銀
の
価
値
が
稲
藁
の
時
価
に
よ
っ
て
計
ら
れ
て
い
る
例
が
少
な
か

　
　
　
　
　
　
　
①

ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
銀
が
民
間
に
お
い
て
十
全
な
価
値
尺
度
構
能
を
獲
得
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
当
時
の
銀
遣
い
の
普
及
も
本
格
的
な
も
の
で
は
な
く
、
稲
穀
遣
い
の
方
が
当
地
で
は
一
般
的
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
こ
広
州
に
お
い
て
は
、
民
聞
で
の
銀
遣
い
の
進
展
が
砂
遣
い
を
駆
逐
す
る
と
い
う
周
知
の
構
図
を
と
ら
な
か
っ
た
。
土
地
売
契
か

ら
紗
遣
い
を
駆
逐
し
た
も
の
は
、
既
述
の
と
お
り
、
主
と
し
て
布
畠
の
類
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
故
か
。
こ
う
し
た
貨
幣
流
通
の
変
遷
は
、
ど

の
よ
う
な
事
惰
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
宜
徳
年
聞
に
お
い
て
布
畠
遣
い
が
優
勢
に
な
っ
た
の
は
、
傅
心
事
等
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
ま
ず
明
朝
の
銀
遣
い
の
禁
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
事
情
も
こ
う
し
た
状
況
を
生
み
出
す
一
因
に
な
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
行
在
戸
部
尚
書
郭
敦
奏
す
ら
く
、
福
建
・
広
東
二
布
政
司
と
恵
隷
徽
州
府
、
盛
年
の
鞍
置
、
存
留
曲
用
す
る
を
除
く
の
外
、
余
は
皆
な
布
・
妙
に
虚
し
、
運

　
　
び
て
南
京
に
赴
く
。
今
、
南
京
の
庫
蔵
は
、
布
・
紗
穂
積
す
。
宜
し
く
福
建
・
広
東
・
徽
州
付
近
の
州
県
に
令
し
、
本
色
米
を
蚤
徴
し
、
南
京
に
於
い
て
倉

　
　
に
上
さ
し
め
ん
こ
と
を
、
と
。
上
曰
く
、
旧
時
、
布
・
妙
に
査
収
す
。
今
、
米
を
納
め
し
む
れ
ば
、
恐
ら
く
は
民
便
に
あ
ら
ず
。
辛
く
漏
の
如
く
す
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
『
開
宣
宗
実
録
』
宣
徳
四
年
（
一
四
二
九
）
　
六
月
．
癸
未
〉

徽
州
府
で
は
存
留
分
以
外
の
「
税
糠
」
が
布
と
妙
に
よ
っ
て
折
納
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
え
ば
、
土
地
売
契
に
み
ら
れ
る
主
要
な
交
換
手
段
で

あ
っ
た
江
島
の
類
に
は
、
「
納
窟
苧
布
偏
・
「
納
官
綿
布
」
∴
納
警
固
綿
布
一
・
「
交
官
大
綿
布
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
品
磁
の
も
の
が
か
な
り
見
受
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け
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
布
畠
が
有
し
た
国
庫
通
用
性
が
、
こ
れ
ら
に
一
般
的
通
用
性
を
付
与
し
て
、
民
間
取
引
で
の
授
受
を
促
進
さ
せ
、
愛
吟

類
を
当
該
期
の
土
地
取
引
に
お
け
る
主
要
な
交
換
手
段
た
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
時
期
、
布
畠
類
が
銀
な
ど
を

凌
い
で
主
要
な
交
換
手
段
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
が
国
家
へ
の
納
税
物
品
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
与
か
っ
て
力
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

　
鉛
と
い
う
紙
幣
が
そ
の
価
値
下
落
に
よ
っ
て
殆
ど
通
行
し
な
く
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
銀
と
い
う
利
便
性
に
富
む
価
値
物
は
行
使
さ
れ
ず
、

そ
れ
ま
で
豪
州
で
あ
ま
り
行
使
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
布
舗
類
が
交
換
手
段
と
し
て
選
好
さ
れ
る
。
明
朝
極
初
や
記
文
年
間
に
お
い
て
あ
る

程
度
行
わ
れ
た
銀
遣
い
は
、
当
地
の
貨
幣
流
通
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
過
程
は
、
社
会
の
側
が
行
使
す
る
貨
幣
に
対
す
る
、
通
説
で
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
明
朝
の
無
力
・
無
統
制
と
い
っ
た
側
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
社
会
の
側
に
対
し
て
明
朝
が
有
し
て
い
た
そ
れ
な
り
の

規
定
性
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
。
確
か
に
、
宝
紗
と
い
う
法
定
通
貨
の
使
用
を
強
制
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
あ
る
程

度
、
永
楽
以
後
に
あ
っ
て
も
当
地
の
貨
幣
流
通
に
対
す
る
明
朝
の
規
制
は
働
い
て
い
た
と
評
価
し
得
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
言
逃
に
お
け
る
銀
遣
い
の
未
展
開
は
、
銀
遣
い
を
排
除
し
て
い
た
明
朝
政
府
の
規
制
や
財
政
運
営
に
よ
る
側
面
が
大
き
か
っ

た
。
し
か
も
前
章
で
み
た
通
り
、
離
州
の
紗
遣
い
の
推
移
は
、
『
実
録
』
よ
り
窺
い
得
る
紗
遣
い
の
一
般
的
推
移
と
歩
調
を
共
に
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
当
地
の
貨
幣
動
向
は
必
ず
し
も
他
の
地
域
か
ら
孤
立
し
た
特
異
な
も
の
と
は
言
い
切
れ
な
い
、
一
般
性
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
勿
論
、
明
朝
に
よ
る
銀
遣
い
の
排
除
は
、
紗
の
流
通
促
進
と
い
う
本
来
の
園
的
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
明
朝
の
禁

止
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
反
し
て
民
間
で
の
銀
遣
い
が
拡
大
し
て
い
く
と
い
っ
た
事
態
も
み
ら
れ
ず
、
当
地
で
は
国
庫
通
用
性
に
支
え
ら

れ
た
布
吊
遣
い
そ
の
他
が
普
及
す
る
。
民
間
に
お
け
る
銀
遣
い
の
普
及
が
紗
法
を
崩
壊
さ
せ
た
と
、
徽
州
で
は
必
ず
し
も
い
う
こ
と
が
で
き
な

い
。

　
さ
ら
に
、
徽
州
を
、
銀
を
交
換
手
段
や
支
払
手
段
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
い
地
域
、
即
ち
銀
遣
い
の
、
「
後
進
地
」

で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
徳
年
間
の
上
露
遣
い
を
説
明
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
確
か
に
、
建
文
年
間
に
み
ら
れ
た
銀
遣
い
の
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展
開
に
は
限
界
が
み
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
土
地
売
契
か
ら
み
る
限
り
、
明
朝
の
妙
発
行
以
前
の
禅
寺
で
は
、
む
し
ろ
銀
遣
い
が
優
勢
で
あ
っ
た
。

明
朝
成
立
直
後
の
時
期
、
元
朝
の
交
紗
が
担
っ
て
い
た
役
割
を
代
替
し
た
の
は
、
徽
州
で
は
主
に
銀
だ
っ
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
紗
遣
い
の
終

焉
す
る
明
朝
の
宣
徳
年
間
に
は
、
そ
れ
は
銀
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
相
違
を
生
み
出
す
要
因
と
し
て
、
当
地
の
貨
幣
流
通
に
対
す
る
明
朝
の
行

・
財
政
シ
ス
テ
ム
の
規
定
性
と
い
う
点
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
態
は
理
解
し
難
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
す
る
な
ら
ば
、
徽
州
に
お
け
る
租
税
銀
納
化
や
銀
遣
い
へ
の
転
換
は
ど
の
様
な
経
過
を
辿
っ
て
実
現
を
み
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
な

理
解
に
よ
れ
ば
、
正
統
元
年
の
江
南
折
糧
銀
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
国
政
財
政
へ
の
銀
の
繰
り
込
み
は
、
民
間
で
進
展
す
る
銀
経
済
を
追
認
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
明
朝
の
銀
財
政
化
は
、
二
般
通
貨
の
銀
流
通
を
前
提
」
に
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
徽

州
の
事
例
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
示
竣
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
さ
て
、
銀
一
両
羅
米
四
十
の
率
で
田
賦
の
銀
杯
が
行
わ
れ
る
江
南
折
糧
銀
（
所
謂
金
花
銀
）
は
、
徽
州
地
方
で
は
一
体
い
つ
ご
ろ
実
施
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
明
確
な
回
答
を
用
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
お
ぼ
し
き
も
の
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
事
例

を
見
出
し
得
る
。
弘
治
『
徽
州
府
志
』
巻
八
、
人
物
二
・
窺
業
・
国
朝
・
注
敬
伝
の
条
に
は
、

　
早
発
、
字
は
激
職
、
婆
源
誠
西
の
人
…
…
景
泰
の
闘
、
徽
州
府
楽
府
孫
遇
、
該
に
曝
す
べ
き
税
糧
本
色
繁
重
な
る
を
以
て
、
聾
し
て
軽
鷹
を
折
回
せ
ん
こ
と

　
を
乞
う
。
事
、
戸
部
に
下
り
、
敬
、
力
め
て
賛
画
し
、
麦
・
米
一
石
毎
に
、
銀
二
銭
五
分
に
折
し
、
耗
銀
一
分
五
厘
を
帯
す
。
解
熱
、
之
を
徳
と
す
。

と
あ
り
、
当
地
で
始
め
て
江
南
折
為
銀
が
実
施
さ
れ
る
の
は
、
都
移
年
間
に
知
府
孫
遇
の
奏
請
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
「
景
泰
の
間
脳
と
は
、
景
泰
六
年
（
一
四
五
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
土
地
売
玉
か
ら
確
認
で
き
る
銀
遣
い
へ
の
転
換
時
期
は
、
休
寧
で

は
正
統
四
年
ご
ろ
、
郡
門
で
は
正
統
七
年
ご
ろ
、
と
い
う
よ
う
に
各
々
正
統
年
間
で
あ
っ
た
。
も
し
、
下
灘
六
年
の
事
例
を
徽
州
に
お
け
る
租

税
劇
画
の
開
始
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
当
地
で
は
民
間
に
お
け
る
銀
遣
い
が
租
税
銀
納
化
に
先
行
し
て
展
開
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
す
る
と
、
徽
州
に
お
い
て
も
租
税
図
形
化
は
、
幽
間
で
の
筆
遣
い
を
追
認
し
て
展
開
す
る
と
い
う
形
を
一
応
と
る
の
で
、
こ
れ
は
従
来
の

認
識
と
一
致
す
る
。
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と
こ
ろ
が
、
徽
州
一
帯
の
租
税
銀
納
と
い
う
事
態
は
、
前
記
景
泰
六
年
の
折
糧
銀
実
施
よ
り
も
さ
ら
に
早
い
時
期
に
訪
れ
て
い
た
。
た
と
え

ば
、
『
明
英
宗
実
録
』
宣
徳
一
〇
年
（
一
四
三
五
）
一
〇
月
壬
寅
の
条
に
は
、

　
古
れ
よ
り
先
、
行
在
戸
部
葵
す
ら
く
、
西
府
・
大
同
、
軍
馬
・
糧
料
は
、
給
を
山
西
に
仰
ぐ
。
通
者
、
軍
馬
を
添
着
し
、
爾
書
置
繁
な
り
。
欲
す
ら
く
は
萢

　
隷
書
州
府
の
該
に
運
ぶ
べ
き
糧
八
万
石
を
将
て
、
銀
三
万
二
千
両
に
馨
し
、
宣
府
・
大
同
に
転
発
し
、
時
薩
に
依
り
て
響
町
を
羅
賛
す
れ
ば
、
民
力
困
ま
ず
、

　
辺
儲
充
つ
べ
き
に
庶
か
ら
ん
、
と
。
上
、
初
め
便
な
ら
ざ
る
を
慮
る
も
、
是
に
至
り
、
尚
書
胡
減
等
、
煮
た
前
議
を
申
し
、
之
に
勝
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
宣
徳
一
〇
年
に
は
、
北
辺
で
の
軍
糧
・
軍
馬
不
足
を
補
う
た
め
、
徽
州
府
の
起
運
開
八
万
石
を
銀
に
折
納
さ
せ
て
得
た
三
万

二
千
両
に
よ
っ
て
、
北
辺
で
の
軍
糧
買
い
つ
け
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
の
銀
・
米
受
納
率
は
、
銀
一
両
鍋
米
二
石
五
斗
で
あ
っ
た
。

正
統
元
年
に
江
南
折
糧
銀
が
認
可
さ
れ
る
前
年
の
宣
徳
一
〇
年
、
秋
糧
の
銀
納
が
徽
州
で
行
わ
れ
始
め
て
い
た
。

　
夏
税
部
分
に
つ
い
て
も
、
『
明
英
宗
実
録
』
正
統
二
年
（
一
四
三
七
）
五
月
丁
未
の
条
に
、

　
行
在
戸
部
奏
す
ら
く
、
巡
撫
遣
直
隷
工
部
侍
郎
二
選
弔
文
し
て
、
徽
州
府
、
地
産
に
縣
無
く
、
毎
年
の
夏
税
絹
は
、
各
処
に
於
い
て
鴬
買
織
納
す
。
請
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
う
と
う

　
　
は
毎
疋
銀
五
銭
に
折
し
て
京
に
解
り
、
北
京
軍
職
の
俸
糧
に
准
書
せ
ん
こ
と
を
、
と
言
う
、
と
。
上
、
命
じ
て
姑
く
之
に
従
り
、
一
年
の
後
を
倹
ち
、
旧
例

　
　
に
傍
ら
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
正
統
二
年
五
月
号
統
絹
を
産
す
る
こ
と
の
少
な
い
徽
州
府
で
は
、
云
云
周
径
の
要
請
に
よ
り
絹
一
疋
1
1
銀
五
銭
の
率
で
夏
干

絹
が
銀
納
さ
れ
、
北
京
軍
官
の
俸
給
に
当
て
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
右
の
史
料
で
は
、
夏
税
絹
の
銀
輪
は
一
年
頻
り
の
も
の
と
し
て
実
施
さ

れ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
情
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
明
英
宗
実
録
』
正
統
五
年
（
一
四
四
〇
）
五

月
壬
子
の
条
に
は
、

　
漸
江
淳
安
土
奏
す
ら
く
、
境
内
、
石
厚
土
瘡
に
し
て
、
桑
締
産
す
る
こ
と
少
な
し
。
乞
ら
く
は
夏
税
絹
を
発
て
、
獄
県
の
例
の
如
く
、
一
疋
毎
に
銀
五
銭
を

　
納
め
ん
こ
と
を
、
と
。
事
下
り
、
行
在
戸
部
覆
奏
し
、
之
に
従
る
。

と
あ
り
、
徽
州
近
隣
に
あ
る
厳
州
府
黒
瀬
県
が
夏
税
絹
の
銀
納
を
奏
請
す
る
際
、
黒
髭
府
下
の
敏
県
の
例
を
持
ち
出
し
、
そ
の
銀
納
を
求
め
て
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い
た
。
敏
県
で
は
、
こ
の
時
に
お
い
て
も
夏
税
絹
が
言
納
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
加
え
て
『
万
暦
大
明
会
話
』
巻
二
八
、
会
計
四
・

京
糧
に
は
、

　
（
正
統
）
七
年
（
一
四
四
二
）
、
令
す
。
南
趨
隷
の
各
壱
州
察
、
夏
着
農
桑
絹
疋
の
折
色
を
忌
む
る
を
願
う
老
は
、
毎
疋
銀
五
銭
に
回
し
、
京
に
解
り
て
軍
・
官

　
　
の
俸
糧
に
准
作
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
正
統
七
年
に
な
る
と
、
夏
税
絹
の
出
納
は
南
直
隷
の
各
府
州
県
に
適
用
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
。
以
上
の
経
過
か
ら
み
る
と
、

当
初
一
年
限
り
の
も
の
と
し
て
徽
州
へ
導
入
さ
れ
た
夏
税
絹
の
銀
納
は
、
そ
の
後
も
当
地
で
引
き
続
き
実
施
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

　
宣
徳
一
〇
年
か
ら
正
統
二
年
に
か
け
、
徽
州
府
に
お
い
て
は
血
税
・
秋
糧
の
各
部
分
で
仁
恵
が
行
わ
れ
始
め
る
。
こ
う
し
た
銀
納
化
の
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
時
を
経
る
ご
と
に
進
展
し
て
い
き
、
最
終
的
に
景
泰
六
年
の
折
糧
銀
実
施
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
租
税
銀
納
の
開
始
期
を
、
景

泰
六
年
に
比
定
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
経
過
か
ら
み
れ
ば
、
徽
州
に
お
け
る
租
税
談
議
へ
の
動
き
は
、
民
間
で
の
銀
遣
い
に
先
行
し

て
展
開
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
徽
州
は
存
留
を
除
い
た
起
運
部
分
の
田
賦
な
ど
が
、
以
前
か
ら
布
・
紗
で
代
納
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
銀
納
が
展
開
さ
れ
て
い
く
上

で
の
好
適
な
条
件
を
、
徽
州
は
有
し
て
い
た
。
先
引
の
諸
史
料
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
北
辺
の
軍
糧
調
達
・
京
官
の
俸
給
支
払
い
な
ど
の
遠
隔

地
へ
の
財
物
移
動
を
い
か
に
ス
ム
ー
ス
に
遂
行
す
る
か
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
た
当
時
の
明
朝
が
、
凋
落
著
し
い
砂
や
可
搬
性
・
耐
久
性
に

劣
る
布
吊
に
よ
る
租
税
代
納
よ
り
も
、
銀
に
よ
る
折
納
化
に
傾
斜
し
て
い
く
の
は
、
円
滑
な
財
政
運
営
の
点
か
ら
み
て
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

揚
州
に
お
け
る
銀
納
の
進
展
は
、
直
接
的
に
は
明
朝
の
財
政
運
営
か
ら
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
民
間
で
の
銀
遣
い
の
一
般
化
と
い

う
条
件
を
前
提
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
徽
州
に
お
い
て
は
、
次
第
に
進
展
す
る
租
税
全
納
化
の
後
を
追
う
形
で
、
民
間
の
銀
遣
い
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

普
及
し
て
い
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
徽
州
は
銀
遣
い
の
「
後
進
地
」
で
あ
っ
た
訳
で
も
な
い
。
そ
の
普
及
を
阻
ん
だ
原
因
は
、
主
に
銀

が
明
朝
の
行
・
財
政
シ
ス
テ
ム
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
当
時
、
明
朝
の
行
・
財
政
シ
ス
テ
ム
と
密
接
な
繋
が
り

を
も
っ
て
い
た
の
は
、
宝
妙
で
あ
り
、
布
吊
で
あ
り
、
或
い
は
稲
穀
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
徽
州
で
は
こ
れ
ら
が
民
間
に
お
け
る
主
要
な
貨
幣
と
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し
て
流
通
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
以
上
に
述
べ
た
こ
と
は
、
甲
州
だ
け
に
言
い
得
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
明
史
』
巻
八
一
・
食
貨
志
下
に
あ
る
著
名
な
一
節
で
は
、

　
　
英
宗
即
位
す
る
や
、
賦
を
収
む
る
に
米
麦
を
ば
銀
に
折
す
る
の
令
有
り
。
遂
に
諸
々
の
紗
を
納
む
る
者
を
減
じ
て
、
而
し
て
米
・
銀
・
銭
を
以
て
妙
に
当
て

　
　
し
め
、
用
銀
の
禁
を
弛
む
。
朝
野
率
ね
皆
な
銀
を
用
い
、
其
の
小
な
る
者
は
、
乃
ち
銭
を
貰
う
。
惟
だ
宮
俸
を
折
す
る
に
妙
を
用
い
る
の
み
。
紗
頼
り
て
行

　
　
わ
れ
ず
。

と
い
う
具
合
に
、
こ
の
時
期
の
貨
幣
流
通
の
変
遷
を
表
現
し
て
い
る
。
見
様
に
よ
っ
て
は
、
銀
遣
い
の
｝
般
化
は
明
朝
の
政
策
転
換
に
よ
っ
て

誘
導
さ
れ
た
感
す
ら
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
み
た
徽
州
の
動
向
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
一
般
的
趨
勢
と
観
蠕
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
江
南
地
方
の
辺
境
と
も
、
ま
た
銀
遣
い
の
「
後
進
地
」
と
も
言
い
切
れ
な
い
翠
玉
に
し
て
此
の
如
き
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
所
謂
民
間
の

銀
経
済
な
る
も
の
の
力
量
も
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
程
に
は
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
租
税
銀
納
の
展
開
を
民
間

の
銀
経
済
発
達
の
た
め
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
通
説
の
よ
う
に
当
該
期
の
貨
幣
動
薗
を
、
「
民
間
主
導
型
」
貨
幣
で
あ
る

銀
が
「
国
家
主
導
型
」
貨
幣
で
あ
る
妙
を
駆
逐
し
た
と
総
括
す
る
な
ど
の
理
解
は
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
正
鵠
を
射
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
の
検
討
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
認
識
か
ら
す
る
と
、
銀
遣
い
を
本
格
的
に
社
会
へ
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
市
場
の
発
達
や
民
間
で
の
銀
経
済
の

展
開
と
い
っ
た
「
下
か
ら
」
の
要
因
よ
り
も
、
む
し
ろ
明
朝
の
行
・
財
政
シ
ス
テ
ム
の
転
換
と
い
う
「
上
か
ら
」
の
要
因
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

①
　
洪
武
二
九
～
建
文
四
年
の
間
、
銀
遣
い
の
野
点
県
土
地
売
契
は
合
計
一
〇
件
あ

　
る
。
そ
の
内
、
稲
穀
を
も
っ
て
銀
の
価
値
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
六
件
を
占

　
め
る
。

②
　
傅
衣
凌
〔
一
九
八
○
〕
二
四
八
頁
。

③
　
浜
口
〔
一
九
六
四
〕
一
七
頁
。

④
　
所
謂
金
花
銀
に
つ
い
て
は
、
清
水
〔
一
九
三
五
〕
、
堀
井
〔
一
九
四
〇
〕
、
星
〔
一

　
九
七
八
〕
参
照
。

⑤
　
孫
遇
は
一
一
度
（
正
統
九
～
景
泰
一
7
5
年
、
面
繋
五
～
天
順
八
年
）
徽
州
知
命
に
な

　
っ
て
い
る
（
休
寧
『
茗
謙
譲
氏
家
記
臨
巻
一
〇
「
社
会
記
」
、
弘
治
『
徽
州
府
志
』

　
巻
四
・
名
寛
・
扇
朝
・
孫
遇
伝
等
に
拠
る
）
。
識
⑥
に
引
用
す
る
休
寧
『
茗
州
呉
氏

　
家
記
』
巻
一
〇
「
社
会
記
」
の
一
節
に
よ
れ
ば
、
景
泰
二
年
の
時
点
で
は
ま
だ
、

　
銀
一
両
目
米
四
石
の
折
納
率
で
の
銀
納
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
故
に
、
そ
の
実
施

　
は
、
孫
遇
の
二
度
目
の
知
府
時
代
（
景
泰
五
～
七
年
の
間
）
に
比
定
で
き
る
。
こ

　
の
事
実
と
、
同
じ
く
註
⑥
で
引
用
す
る
『
実
録
』
の
記
事
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
銀
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両
型
米
輝
石
で
田
賦
銀
納
が
行
わ
れ
た
「
景
泰
の
間
」
と
は
、
景
泰
六
年
の
こ

　
と
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

⑥
休
寧
『
茗
踏
継
灰
家
記
』
巻
一
〇
「
社
会
記
」
温
田
二
年
（
一
四
五
じ
時
事

　
の
一
節
に
は
、

　
　
穣
一
石
微
銀
五
銭
五
分
、
欠
漏
難
解
、
往
呉
会
買
米
、
運
至
北
京
倉
磨
上
納
。

　
　
以
戸
（
部
）
尚
書
瓢
黒
鍵
寧
・
鎌
継
休
寧
涯
公
回
顕
為
主
計
、
得
輸
上
京
倉
、

　
　
譲
隠
者
直
至
大
問
。

　
と
あ
り
、
ま
ず
銀
～
両
魏
一
石
八
斗
の
折
納
率
で
銀
納
さ
せ
、
糧
長
・
里
長
等
が

　
こ
の
銀
を
も
っ
て
他
所
で
糧
米
を
購
入
し
、
こ
れ
を
北
京
の
官
倉
へ
納
入
す
る
こ

　
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
興
米
が
北
辺
で
あ
る
大
同
へ
移
送
さ
れ
る
と
い
う
方
式

　
が
取
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

　
　
直
隷
徽
州
府
奏
、
本
機
晦
多
田
少
、
歳
収
不
足
歳
矯
。
景
泰
元
年
以
来
、
水
派

　
　
起
運
京
童
、
皆
是
設
法
板
銀
、
差
人
赴
蘇
湖
等
等
、
倉
米
転
運
。
景
泰
四
年
冬

　
　
至
五
年
春
、
積
雪
三
月
、
ご
麦
累
損
。
継
以
夏
鳶
秋
皐
、
謹
辞
亦
災
傷
無
収
、

　
　
詩
評
柳
生
。
本
年
粒
米
、
錐
徴
銀
已
完
、
縁
各
処
米
墨
、
無
漏
収
羅
。
欲
増
価

　
　
吉
徴
、
愈
為
民
困
。
乞
勅
該
部
審
議
、
准
将
鯉
米
価
銀
、
解
京
完
納
、
罠
力
庶

　
　
幾
姦
曲
鯨
。
従
之
。
　
〈
『
明
英
宗
実
録
』
景
泰
六
年
二
月
己
亥
の
条
〉

　
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
納
税
方
式
は
、
景
泰
元
年
以
降
、
徽
州
府
に
北
京
へ
の
糧

　
米
輸
納
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
を
契
機
に
導
入
さ
れ
、
景
泰
穴
年
に
な
っ
て
「
羅

　
米
価
銀
」
を
直
接
納
め
る
方
式
に
切
替
え
ら
れ
る
。
景
泰
六
年
の
思
案
時
の
折
納

　
率
は
引
用
史
料
で
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
み
て
、
こ
の
時
点

　
で
始
め
て
銀
一
両
1
1
米
四
石
の
折
納
率
で
の
銀
納
が
徽
州
に
導
入
さ
れ
た
と
考
え

　
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑦
　
江
南
巡
撫
周
枕
が
蘇
州
・
松
江
等
で
実
施
し
た
著
名
な
金
花
銀
は
、
宣
徳
八
年

　
（
一
四
三
三
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
経
済
先
進
地
の
江
南
デ
ル
タ
地
帯
に
遅
れ

　
る
こ
と
一
一
年
で
、
徽
州
は
田
賦
が
銀
納
さ
れ
始
め
る
。
こ
の
田
賦
銀
納
が
以
後
定

　
例
化
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
城
州
で
の
滞
納
へ
の
動
き
は
、
全

　
国
的
に
み
て
も
早
期
の
慕
例
に
入
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
ま
た
、
正
統
四
～
七
年
以
降
に
お
け
る
徽
州
の
銀
遣
い
の
一
般
化
は
、
他
の
地

　
域
と
比
べ
て
か
な
り
早
い
部
類
に
入
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
明
代
の

　
米
価
表
示
は
、
一
般
に
緯
書
年
間
を
画
期
と
し
て
銭
建
て
か
ら
銀
建
て
へ
と
変
化

　
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
浜
口
〔
一
九
六
九
〕
）
。
だ
が
、
休
寧
『
茗
州
呉
茂
家
記
』

　
巻
一
〇
「
社
会
記
」
を
み
る
と
、
景
情
元
年
（
一
四
五
〇
）
時
瑛
の
欄
に
は
「
郡

　
邑
穀
価
、
銀
一
両
三
十
秤
」
と
あ
り
、
米
価
は
銀
建
て
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

　
傾
向
は
「
祉
会
記
」
が
終
わ
る
万
贋
期
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。
徽
州
で
は
米
価
も

　
他
地
域
に
先
ん
じ
て
銀
に
よ
っ
て
蓑
示
さ
れ
て
い
た
。
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、

　
三
州
に
お
け
る
銀
遣
い
の
顕
著
な
様
が
窺
わ
れ
る
。
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①

　
紗
を
凋
落
さ
せ
た
主
要
因
を
、
妾
時
の
人
馴
は
「
紗
法
阻
滞
、
蓋
し
散
出
太
だ
多
き
に
由
れ
ば
な
り
」
な
ど
と
述
べ
て
、

濫
発
に
帰
し
て
い
た
。
永
楽
期
以
降
の
明
朝
政
府
は
、
次
第
に
拡
大
す
る
財
政
需
要
を
満
た
す
た
め
増
大
す
る
紗
発
行
高
、

え
の
紗
価
値
の
下
落
、
鋤
価
値
の
下
落
を
捕
聾
す
る
た
め
の
更
な
る
鉛
発
行
、
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

明
朝
に
よ
る
そ
の

紗
発
行
の
増
大
ゆ

明
朝
の
財
政
規
模
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を
次
第
に
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
の
は
、
北
辺
守
備
に
関
わ
る
諸
経
費
で
あ
り
、
永
楽
以
降
、
南
京
か
ら
北
京
へ
と
政
治
的
重
心
が
移
動
し
た
こ

と
に
付
随
す
る
諸
々
の
経
費
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
明
朝
の
統
治
シ
ス
テ
ム
の
転
換
を
背
景
と
し
て
、
経
済
的
中
枢
で
あ
る
江
爾
地
方
と
北
京

・
北
辺
と
の
間
に
大
規
模
な
財
の
移
動
が
展
開
す
る
。
こ
の
財
政
運
営
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
の
媒
介
物
と
し
て
、
必
然
的
に
鋤
発
行
は
増

加
の
一
途
を
辿
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
社
会
的
な
貨
幣
需
要
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
な
く
、
国
家
の
財
政
的
必
要
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
紗
の
濫
発
は
、
そ
の
名
目
価
値
を
大
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き
く
下
回
る
実
質
価
値
し
か
持
た
な
い
た
め
に
、
自
身
の
流
通
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
っ
た
。
広
域
に
わ
た
る
巨
大
な
財
政
運
営
を
遂
行
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
大
董
に
社
会
へ
投
下
さ
れ
た
妙
は
、
永
楽
以
降
の
行
・
財
政
シ
ス
テ
ム
の
転
換
過
程
に
お
い
て
、
価
値
暴
落
・
流
通
不
振
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と
い
う
形
で
そ
の
不
適
格
性
を
露
に
し
て
い
っ
た
。
財
政
運
営
の
必
要
上
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
貨
幣
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
挫
会
の
側
と
の
バ
ラ
ン

ス
を
保
つ
こ
と
が
紗
の
流
通
に
と
っ
て
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
条
件
を
失
え
ば
、
法
的
強
制
力
に
よ
っ
て
も
、
租
税
支
払
の

手
段
と
し
て
そ
の
回
収
に
努
力
し
た
と
し
て
も
、
人
々
か
ら
紗
が
選
好
・
信
認
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
洪
熈
・
宣
徳
年
間
の
寺
法
挽
回
策
の

失
敗
を
み
て
も
容
易
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
そ
れ
自
身
に
高
い
価
値
を
有
す
る
（
と
考
え
ら
れ
て
い
た
）
銀
は
、
政
治
的
軍
事
的
重
心
の
北
へ
の
移
動
に
伴
う
広

域
的
な
財
の
移
動
を
媒
介
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
と
も
に
、
明
朝
に
よ
る
そ
の
収
放
を
通
し
て
社
会
の
側
に
新
た
な
銀
需
要
を
喚
起
す
る
形

で
、
自
身
の
流
通
量
を
増
加
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
貨
幣
で
あ
っ
た
。
紗
は
こ
の
時
期
の
行
・
財
政
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
適
応
す
る
こ
と
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が
で
き
ず
、
正
統
年
間
以
降
、
次
第
に
そ
の
地
位
を
銀
に
譲
る
こ
と
と
な
り
、
か
く
て
明
朝
の
銀
財
政
へ
の
移
行
が
徐
々
に
進
展
す
る
。

　
本
稿
で
み
て
き
た
徽
州
に
お
け
る
一
連
の
貨
幣
動
向
は
、
こ
う
し
た
過
程
の
一
端
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

⑱
。

カ

①

『
明
仁
宗
実
録
隔
永
楽
二
二
年
（
一
四
二
四
）
九
月
．
癸
酉
に
も
、

以
紗
法
不
通
、
定
用
妙
中
嵐
則
例
。
初
上
（
洪
熈
帝
）
諭
戸
部
尚
霞
夏
原
吉
臼
、

鉛
法
阻
滞
、
蓋
由
散
出
太
多
。
宜
設
法
広
見
之
、
畏
間
翠
蔓
、
将
自
通
論
。
其

議
所
以
敷
藁
之
道
。
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②
財
政
難
に
あ
っ
た
合
装
一
六
年
（
一
六
四
三
）
に
砂
法
の
復
活
が
試
み
ら
れ
た

　
が
、
そ
の
隣
の
経
緯
を
記
し
た
『
春
里
夢
余
録
騙
巻
三
八
、
戸
部
四
・
宝
全
局
の

　
一
節
に
は
、

　
　
内
閣
雷
、
民
難
愚
、
配
膳
以
一
金
買
一
張
紙
。
上
（
崇
禎
帝
）
日
、
高
皇
帝
時

　
　
如
何
偏
行
得
。
内
閣
対
、
高
皇
帝
似
亦
以
神
道
設
教
、
当
時
只
賞
賜
及
折
俸
蝦

　
　
紗
、
其
余
兵
甲
…
亦
不
曾
雌
蕊
。

　
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
洪
武
帝
時
代
に
は
賞
賜
・
折
俸
な
ど
の
限
定
さ
れ

　
た
範
囲
で
し
か
紗
は
基
本
的
に
支
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
翌
翌
等
は
屯
田
・
開
中
法

　
等
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
洪
武
鑑
で
は
比
較
的
安
定
し
た
全
魑
規
模
で
の

　
紗
流
通
が
実
現
さ
れ
得
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

⑧
足
立
Ω
九
九
〇
a
〕
一
留
＝
～
＝
　
三
頁
参
照
。

④
勿
論
、
銀
が
明
朝
の
行
・
財
政
シ
ス
テ
ム
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
出
す
こ
と
自

　
体
、
そ
の
歴
史
的
意
殊
が
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
　
正
統
以
降
の
銀
財
政
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
は
、
足
立
〔
一
九
八
九
〕
参
照
。

　
当
論
文
で
は
、
「
江
南
折
糧
銀
は
、
そ
の
納
入
の
便
に
よ
っ
て
ス
ム
…
ス
に
進
行

　
し
た
と
は
言
い
難
い
。
あ
る
い
は
元
来
の
方
針
ど
お
り
、
銀
以
外
の
価
値
物
（
広

　
義
に
お
け
る
貨
幣
）
に
よ
っ
て
も
納
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、

　
正
統
元
年
か
ら
「
七
〇
年
後
の
弘
治
末
年
に
な
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
金
花
銀
を
含

　
め
た
節
税
秋
糧
の
折
銀
額
合
計
は
、
一
〇
〇
万
両
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
指

　
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
当
時
の
江
南
に
お
け
る
銀
遺
い
普
及
度
の

　
低
さ
の
一
端
が
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
風
早
以
降
の
中
・
國
に
お

　
け
る
銀
流
窃
に
つ
い
て
は
、
加
藤
〔
一
九
二
六
〕
参
照
。

⑥
明
初
の
紗
法
に
つ
い
て
は
、
考
え
る
べ
き
点
が
非
常
に
多
い
。
砂
法
と
明
初
特

　
有
の
統
治
シ
ス
テ
ム
（
里
甲
㈱
…
体
制
や
海
禁
政
策
等
）
と
の
連
関
性
、
元
宋
の
幣

　
鋼
改
革
か
ら
洪
武
期
に
至
る
紗
法
の
再
編
成
過
程
の
意
義
、
そ
し
て
銀
流
布
と
明

　
初
幣
制
と
の
関
わ
り
、
等
女
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
に
期
し

　
た
い
。

　
　
　
参
考
文
献
（
初
掲
浜
名
・
副
題
等
は
省
略
し
た
）

足
立
啓
二
　
一
九
八
八
「
初
期
銀
財
政
の
歳
出
入
構
造
」
（
『
山
根
率
夫
博
士
還
暦
記

　
　
　
　
念
明
代
史
論
叢
』
汲
古
書
院
、
所
収
）

　
　
…
　
一
九
八
九
「
明
代
申
期
に
お
け
る
京
師
の
銭
法
」
能
…
本
大
学
『
文
学
部

　
　
　
　
論
叢
』
二
九

　
　
－
一
九
九
〇
a
「
専
制
圏
家
と
財
政
・
貨
幣
扁
（
『
中
国
専
儲
国
家
と
社
会

　
　
　
　
統
合
』
文
理
閣
、
所
収
）

　
　
一
　
一
九
九
〇
b
「
明
清
時
代
に
お
け
る
銭
経
済
の
発
展
」
岡
上
欝
所
収

市
古
尚
三
　
一
九
七
七
『
明
代
貨
幣
糊
地
』
（
鳳
書
房
）

岩
井
茂
樹
　
一
九
九
二
讐
申
照
専
制
国
家
と
財
政
」
（
『
中
世
史
講
座
　
六
　
中
世
の

　
　
　
　
政
治
と
戦
争
』
学
生
社
、
所
収
）

愛
宕
松
男
　
一
九
五
九
「
元
代
地
契
」
（
『
愛
宕
松
男
東
洋
史
学
論
集
隔
第
四
巻
、
三

　
　
　
　
一
書
房
、
一
九
八
八
、
所
収
）

塊
藤
繁
　
一
九
二
六
『
唐
宋
時
代
に
お
け
る
金
銀
の
研
究
』
（
東
洋
文
庫
）

斯
波
義
信
　
一
九
七
二
「
聖
代
の
徽
州
扁
（
『
宋
代
江
南
経
済
史
の
研
究
』
汲
古
書
院

　
　
　
　
一
九
八
八
、
所
収
）

清
水
泰
次
　
一
九
三
五
「
明
代
に
於
け
る
租
税
銀
納
の
発
達
」
『
東
洋
学
報
』
二
ご

　
　
　
　
1
三

曾
我
部
静
雄
　
一
九
五
一
『
紙
幣
発
達
史
恥
第
四
章
「
明
の
紙
幣
」
（
印
刷
庁
）

　
　
！
　
一
九
五
三
「
明
銭
の
渡
来
」
『
社
会
経
済
史
学
』
一
九
…
一

檀
上
　
寛
　
一
九
八
○
「
初
期
明
王
朝
の
通
貨
政
策
」
『
東
洋
史
研
究
』
三
九
…
三

永
江
信
枝
　
一
九
六
一
「
明
代
紗
法
の
変
遷
」
『
史
論
』
九

浜
口
福
寿
　
一
九
六
九
「
明
代
の
米
価
表
示
法
と
銀
の
流
通
」
『
新
潟
中
央
高
等
学

　
　
　
　
校
研
究
年
報
眠
一
蓋

藤
井
宏
　
一
九
四
三
「
明
代
の
戸
口
食
塩
法
に
就
い
て
」
『
社
会
経
済
史
学
』
　
一

　
　
　
　
三
－
三

　
　
－
　
一
九
五
三
「
新
安
商
人
の
研
究
O
」
『
東
洋
学
報
』
三
六
一
二
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星
　
斌
夫
　
一
九
七
八
「
金
花
銀
考
」
（
『
明
清
晦
代
社
会
経
済
史
の
研
究
』
騒
書
刊

　
　
　
　
行
会
、
一
九
八
九
、
所
収
）

K
．
ポ
ラ
ソ
ニ
ー
　
一
九
八
○
『
人
間
の
経
済
一
・
“
』
（
岩
波
書
店
）

堀
井
一
雄
　
一
九
四
〇
「
金
花
影
の
展
開
」
『
棄
洋
史
研
究
』
五
－
二

馬
淵
昌
也
　
一
九
九
二
「
元
・
墾
初
性
理
学
の
　
側
面
」
『
中
願
哲
学
研
究
』
四

劉
重
日
　
一
九
八
九
「
徽
州
文
書
の
収
蔵
・
整
理
と
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
」
『
東

　
　
　
　
洋
学
報
』
七
〇
一
三
・
四

安
徽
省
博
物
館
編
　
一
九
八
八
『
明
清
徽
州
社
会
経
済
資
料
平
編
』
第
一
輯
（
中
国

　
　
　
　
社
会
科
学
出
版
社
）

喬
　
暁
金
　
一
九
八
三
「
瞬
代
紗
幣
初
探
」
『
中
国
銭
幣
隔
一
九
八
三
一
二

呉
　
　
陰
　
一
九
四
三
「
記
大
明
通
行
宝
紗
」
（
呪
呉
陰
史
学
論
著
選
集
』
第
二
巻
、

　
　
　
　
人
艮
出
版
社
、
一
九
八
六
、
所
収
）

施
　
一
揆
　
一
九
五
七
「
元
代
地
契
」
『
歴
史
研
究
』
一
九
五
七
一
九

周
紹
泉
　
一
九
九
二
「
繋
累
文
書
的
由
来
・
収
蔵
・
整
理
」
『
明
代
史
研
究
』
二
〇

中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
多
年
文
象
潟
理
組
編
　
一
九
九
〇
『
明
清
徽
州
社
会

　
　
　
　
経
済
資
料
叢
編
』
第
二
輯
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
）

中
國
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
編
　
一
九
九
一
『
徽
州
千
年
契
約
文
書
－
宋
・
元

　
　
　
　
・
明
編
…
…
』
全
二
〇
巻
（
花
山
文
芸
出
版
社
）

傅
　
三
三
　
一
九
八
○
「
明
代
前
期
徽
州
土
地
翠
緑
契
約
中
中
通
貨
」
（
『
明
清
社
会

　
　
　
　
経
済
史
論
文
集
』
人
畏
出
版
社
、
一
九
八
二
、
所
収
）

彰
　
信
威
　
一
九
五
八
『
中
耳
貨
幣
史
』
第
七
章
「
明
代
的
貨
幣
」
（
上
海
人
晟
出
版

　
　
　
　
社
）

彰
　
　
超
　
一
九
八
八
「
明
清
時
期
徽
州
地
区
的
土
地
価
格
与
地
租
」
『
中
国
社
会

　
　
　
　
経
済
史
研
究
輪
一
九
八
八
…
二

葉
　
顕
恩
　
一
九
八
三
『
明
清
徽
州
燧
村
桂
会
与
佃
僕
捌
』
（
安
徽
人
罠
出
版
往
）

楊
　
国
禎
　
一
九
八
八
『
明
清
土
地
契
約
文
書
研
究
』
（
人
民
出
版
社
）

簗
　
成
顕
　
一
九
九
〇
「
最
初
地
主
積
累
兼
井
土
地
途
径
初
電
」
『
中
里
史
研
究
嚇
一

　
　
　
　
九
九
〇
一
三

李
　
剣
農
　
一
九
五
七
『
宋
元
明
経
済
史
稿
』
第
四
童
・
「
宋
元
明
之
貨
幣
」
（
三
聯
書

　
　
　
　
店
）

李
　
若
愚
　
一
九
八
八
「
従
明
代
的
契
約
看
明
代
的
幣
制
」
『
中
国
経
済
史
研
究
』

　
　
　
　
一
九
八
八
i
四

劉
和
恵
・
張
愛
琴
　
一
九
八
三
「
明
代
徽
州
田
契
研
究
」
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
三
一

　
　
　
　
雪

転
和
恵
　
一
九
八
四
「
元
代
徽
州
印
契
」
『
元
史
及
北
方
厩
族
史
研
究
集
刊
』
八

日
艸
N
弩
盈
。
塊
窪
　
一
九
八
一
　
、
、
§
恥
電
魯
㍗
ミ
騨
寒
－
寡
黛
6
ミ
境
町
蘭
§
暮
恥

　
　
　
　
b
ミ
ミ
§
ヨ
恥
ミ
像
O
ミ
§
恥
馬
9
ミ
曙
晦
。
§
§
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Changes　in　Currency　in　Huizhou　prefecture徽少ll府

　　　　　　during　the　Late　Yuan　and　Early　Ming

by

OTA　Yukio

　　Conventionally，　the　increasing1y　popular・　use　of　silver　among　people　in

the　Jiangnan　region　has　been　held　responsible　for　the　collapse　of　the

paper　currency　system　in　the　ear！y　Ming．　The　purpose　of　this　article　is

to　provide　a　different　explanation　by　following　changes　in　the　circulation

of　currency　as　reflected　in　land　sale　contracts　in　Huizhou　during　the　late

Yuan　and　early　Ming．　Paper　currency　was　popular　during　the　Hongwu

and　Yongle　periods　but　rapidly　disappeared　during　the　Hongxi　and

Xuande　periods．　ln　Huizhou　the　disappearance　of　paper　currency　was

accompanied　by　an　increase　in　the　use　of　cloth　as　currency，　a　practice

that　was　supported　by　the　acceptability　of　cloth　as　a　means　of　paying

taxes．　The　increasing　use　of　silver　at　the　popular　levei　developed　in　the

wake　of　the　systern　of　collecting　taxes　in　silver－it　did　not　deve1op　in

disregard　of　Ming　government　policy．　The　reason　that　the　Ming　govern－

ment　sought　to　co11ect　taxes　in　silver　was　not　because　silver　had　become

common　after　the　disappearance　of　paper　currency，　but　rather　because　from

the　Yollgle　periods　on　it　beca皿e　necessary　to　facilitate　the　long。distance

transfer　of　government　resources　for　administrative　and　financial　purposes．

The　disappearance　of　paper　currency　and　the　popularization　of　silver　can

be　attributed　to　changes　in　the　administrative　and　financial　system　of　the

Ming　dynasty．
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